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基 本 理 念 

● 教育基本法に基づく本県の教育振興基本計画です。 

● 県政全般の総合的な計画である「埼玉県５か年計画－希望・活躍・うるおいの埼玉－」 

を踏まえた教育行政分野の計画です。 

● 中長期的な視点に立って策定した計画です。

● この計画は、教育行政の関係者はもとより、教育に関わる全ての人々が、 

教育の意義や方向性を共有しながら、これからの埼玉教育の未来を共に描き、 

創っていくための共通の指針としていきます。 

 
● 計画期間は平成３１年度（２０１９年度）から令和５年度（２０２３年度）までの５年間です。
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施策１ 一人一人の学力を伸ばす教育の推進    施策２ 新しい時代に求められる資質・能力の育成 

施策３ 伝統と文化を尊重しグローバル化に対応する教育の推進 

施策４ 技術革新に対応する教育の推進      施策５ 人格形成の基礎を培う幼児教育の推進 

施策６ 豊かな心を育む教育の推進        施策７ いじめ防止対策の推進と生徒指導の充実 

施策８ 人権を尊重した教育の推進 

施策９ 健康の保持増進              施策 10 体力の向上と学校体育活動の推進 

 

施策 11 キャリア教育・職業教育の推進      施策 12 主体的に社会の形成に参画する力の育成 

 

施策 13 障害のある子供への支援・指導の充実   施策 14 不登校児童生徒・高校中途退学者等への支援 

施策 15 経済的に困難な子供への支援       施策 16 一人一人の状況に応じた支援 

施策 17 教職員の資質・能力の向上        施策 18 学校の組織運営の改善 

施策 19 魅力ある県立高校づくりの推進      施策 20 子供たちの安心・安全の確保      

施策 21 学習環境の整備・充実          施策 22 私学教育の振興 

施策 23 家庭教育支援体制の充実         施策 24 地域と連携・協働した教育の推進 

 

施策 25 学びを支える環境の整備         施策 26 学びの成果の活用の促進 

 

施策 27 文化芸術活動の充実           施策 28 伝統文化の保存と持続的な活用 

 

施策 29 スポーツ・レクリエーション活動の推進 施策 30 競技スポーツの推進 

 

目標と施策 
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－ 2 －

 こ ん に ち は 。 埼 玉 県 知 事 の 大 野 元 裕 で す 。
私 が 皆 さ ん と 同 じ く ら い の 年 齢 の 頃 を 思 い 出 し て み る と 、 携 帯 電 話 や パ ソ コ ン も な
く 、 自 然 の 中 で 思 い っ き り 遊 ん で い ま し た 。 今 は 、 ス マ ホ で 友 達 と 連 絡 を 取 り 合 っ
た り 、 パ ソ コ ン で 学 習 し た り す る の は 当 た り 前 、 遊 ぶ の は ゲ ー ム と い う 人 が 多 い で
す ね 。
  社 会 の 変 化 や 技 術 の 進 歩 は す ご い ス ピ ー ド で す 。 皆 さ ん が 大 人 に な る 頃 に は 、 ど
の よ う な 社 会 に な っ て い る の で し ょ う ？ ロ ボ ッ ト や Ａ Ｉ の 普 及 、 更 な る 地 球 温 暖
化 、 日 本 で は 人 口 減 少 と 外 国 人 の 増 加 な ど な ど 、 い ろ い ろ な 変 化 が 考 え ら れ ま す 。
  そ ん な 未 来 は 、 答 え が 一 つ で は な い 時 代 、 答 え が 予 測 で き な い 時 代 に な り ま す 。
何 を 知 っ て い る か と い う こ と よ り も 、 新 し い こ と を 学 ぶ 力 や 周 り の 人 と 協 力 し て 問
題 を 解 決 し て い く 力 が 大 切 に な り ま す 。 Ａ Ｉ が 人 間 に 代 わ っ て 仕 事 を す る よ う に な
る と 言 わ れ て い ま す が 、 Ａ Ｉ を 使 い こ な し て 、 新 し い も の を 創 り 出 す こ と も 可 能 と
な り ま す 。 こ れ ら の 力 を 皆 さ ん が 身 に 付 け る こ と が で き る よ う に 、 私 た ち 大 人 は 精
一 杯 支 援 し て い き ま す 。
  皆 さ ん に は お 願 い が あ り ま す 。 皆 さ ん は 一 人 一 人 違 っ た 良 さ や 個 性 を 持 っ て い ま
す 。 人 と 比 べ る こ と な く 、 自 分 を 大 切 に す る と 同 時 に 、 他 の 人 を も 尊 重 し て く だ さ
い 。 困 っ て い る 人 や 弱 い も の を 温 か く 包 み 込 む 柔 軟 な 心 を 持 っ て ほ し い と 思 い ま
す 。 皆 さ ん は 、 一 人 も 残 す こ と な く 、 全 員 が 埼 玉 県 に と っ て 大 事 な 「 宝 」 で す 。
  近 い 将 来 、 埼 玉 県 で 育 っ た 皆 さ ん が 社 会 の 様 々 な 場 面 で 活 躍 さ れ る こ と を 心 か ら
期 待 し て い ま す 。
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重点項目１  確かな学力の育成 重点項目５ キャリア教育・職業教育の推進
 ① 埼玉県学力・学習状況調査の実施とより精緻なデータの取得・活用に向  ① 小・中学校、高等学校における体系的・系統的なキャリア教育・職
  けたＣＢＴ化の試行   業教育の推進
 ② ＡＩを活用した個に応じた学びの実践研究
 ③ 「主体的・対話的で深い学び」の視点からの授業改善の推進 重点項目６ 障害者雇用の推進
 ④ グローバル教育の推進と外国語教育の充実  ① 障害者の雇用と働きやすい職場づくり
 ⑤ 国際バカロレア等特色ある教育の充実
 ⑥ 児童生徒の情報活用能力の育成 重点項目７ 教職員の資質・能力の向上と学校の組織運営の改善

 ① 教員のＩＣＴ活用指導力の向上
重点項目２ 豊かな心の育成  ② 優れた教職員の確保
 ① いじめ防止対策の推進  ③ 学校における働き方改革の推進
 ② ＳＮＳ等を活用した教育相談体制の充実と更なる質の向上  ④ 不祥事根絶に向けた取組の推進
 ③ ＬＧＢＴＱ等、性の多様性を尊重した教育の推進

重点項目８ 県立学校施設の整備
重点項目３ 健康の保持増進と体力の向上  ① 県立高校のトイレ洋式化の加速化
 ① 基本的生活習慣の確立に向けた支援と食育の推進
 ② 新体力テストの実施と体力プロフィールシート等の活用による一人一人の体力 重点項目９ 家庭・地域との連携と生涯にわたる学びの推進
  の向上  ① 地域の資源を活用した学びの充実など地域と連携・協働した教育の
 ③ 運動好きな児童生徒を育成するための授業改善   推進 
   ② 外国人親子への支援と地域住民とのつながりづくり
重点項目４ 特別支援教育の推進と一人一人の状況に応じた支援  ③ 新しい県立図書館の検討・推進
 ① 特別支援学校の過密解消に向けた取組の推進
 ② 障害のある子供と障害のない子供が共に学ぶとともに、一人一人の教育的ニー 重点項目10 文化芸術の振興
  ズに応じた多様な学びの場の整備  ① 文化財の適切な保存・継承
 ③ 不登校児童生徒・高校中途退学者等への支援  ② 県立博物館・美術館における魅力的な展覧会の開催及びＳＮＳなどＷｅｂを活
 ④ 日本語指導が必要な児童生徒への支援   用した情報発信の充実
 ⑤ 学校におけるヤングケアラーへの支援

                       令和４年度  埼 玉 県 教 育 行 政 重 点 施 策
 令和４年度は、「第３期埼玉県教育振興基本計画−豊かな学びで 未来を拓く埼玉教育−」(令和元年度〜５年度）の実施４年目に当たります。
 県教育委員会では、この計画を実現するため、以下のとおり令和４年度における重点的な取組を定めた「埼玉県教育行政重点施策」を策定しました。
 人生１００年時代の到来を踏まえ、誰一人取り残さないというＳＤＧｓの実現が叫ばれています。
 また、社会全体のデジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）の実現に向け、教育分野においても、デジタル技術の活用により、学校という枠を超えた学びや個の能力
を最大限に引き出す学びを実現する必要があります。
 さらに、効果的な教育行政を推進するに当たっては、限られた教育資源を確実に成果が見込まれる施策に投資する必要があることから、エビデンスに基づいた施策立案
（ＥＢＰＭ）が求められており、学校教育においても、教育活動をデータで把握し成果を定量的に示していく必要があります。
 施策の推進に当たっては、このような視点も踏まえながら、市町村や県立学校に対して指導・助言、情報提供を行うとともに、家庭、地域、大学・企業等と連携して教
育力を結集し、本県教育の振興・充実に努めてまいります。
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（参考）

貧困をなくそう

飢餓をゼロに

すべての人に健康と福祉を

質の高い教育をみんなに

ジェンダー平等を実現しよう

安全な水とトイレを世界中に

エネルギーをみんなに、そしてクリーンに

働きがいも、経済成長も

産業と技術革新の基盤をつくろう

人や国の不平等をなくそう

住み続けられるまちづくりを

つくる責任、つかう責任

気候変動に具体的な対策を

海の豊かさを守ろう

陸の豊かさも守ろう

平和と公正をすべての人に

パートナーシップで目標を達成しよう

ＳＤＧｓ　１７の目標（ゴール）
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  第３期埼玉県教育振興基本計画は、１０の目標と３０の施策から構成され、施策ごとに、主な取組が設定されていま

す。教育委員会では、３０の施策のうち、知事部局所管の３施策（「施策２２ 私学教育の振興」、「施策２９ スポー

ツ・レクリエーション活動の推進」及び「施策３０ 競技スポーツの推進」）を除いた２７施策を所管しています。 

  教育委員会が所管している２７の施策や、施策ごとの第３期計画上の主な取組（計画策定後の新たな行政課題に対応

するための取組を含む。【１】、【２】…で記載。）、令和４年度に教育委員会が実施する主な事業（○印で記載）は、以下

のとおりです。 

 

  ※ 第３期計画上の主な取組のうち、令和４年度埼玉県教育行政重点施策（５ページ）に関連する取組について 

   は、主な取組に、関連する重点項目の番号を記載しています。 

  ※ 第３期計画上の主な取組の【１】、【２】…と、事業名の【１】、【２】…は対応しています。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○ 学力・学習状況調査実施事業 （２４６，５３９千円） （担当：義務教育指導課） 【１】【２】 

  小・中学校等において県独自の学力・学習状況調査を実施することで、児

童生徒一人一人の学習内容の定着や学力の伸び、学習意欲等を把握し、「一

人一人の成長を促す視点」から市町村・学校への支援を充実させることによ

り、児童生徒一人一人の理解に応じた指導の一層の充実を図る。 
  現行の紙媒体による調査から、タブレット端末等を活用したＣＢＴ

（Computer Based Testing）調査への移行を目指し、試行・実証を重ねる。 
    
○ 良い授業を見つけ！広めて！学力ＵＰ事業 【１】 （施策 17参照） 
 

○ 成長の記録の共有・活用・研究 （担当：義務教育指導課、高校教育指導課、特別支援教育課） 【２】 
  小・中学校等で実施する学力・学習状況調査の結果などを、毎年度継続して児童生徒・保護者・学校が共有し活用す

ることにより、児童生徒一人一人の成長を支え、一人一人を確実に伸ばす。 
 ・ 小・中学校等での記録の共有と指導への活用の推進  
 ・ 児童生徒・保護者とともに成長の記録を共有・活用することの推進                                              

 ・ 高等学校段階における成長の記録の共有・活用等の研究 
   
  特別な教育的支援を必要とする幼児児童生徒については、一人一人に必要とされる教育的ニーズを正確に把握し、長

期的な視点で幼児期から学校卒業後までを通じて一貫した支援を行う。 
 ・  教育・福祉・医療・労働等の関係機関が連携して支援するための「個別の教育支援計画」の作成 
 ・  指導目標・内容・支援の方法を盛り込んだ学校における指導・支援のための「個別の指導計画」の作成 
 

 

 

 

 

 

 

 

施策１ 一人一人の学力を伸ばす教育の推進 

【１】「埼玉県学力・学習状況調査」の実施と指導方法の改善 重点項目１-① 

【２】児童生徒一人一人を確実に伸ばす教育の実践 重点項目１-① 
【３】学習データを活用した個に応じた学びの研究 重点項目１-① 重点項目１-② 
【４】少人数指導などのきめ細かな指導の充実 
【５】小・中学校９年間を一貫した教育の推進 

＊が付された予算額は会計年度任用職員給与費を含んでいます。 
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○ ＡＩを活用した学びの実践研究事業 （２３，８３９千円） （担当：義務教育指導課） 【３】 

   埼玉県学力・学習状況調査の結果をはじめ、小・中学校で得られる様々なデータとＡＩを活用して、よりきめ細かい

個に応じた指導の実現を目指す。   
  ・ 埼玉県学力・学習状況調査のＡＩによる分析 
 ・ 個に応じた指導の実践研究 

 
 
 
 
 
 
 
 
○ 主体的・対話的で深い学びの実現の推進 （担当：義務教育指導課、高校教育指導課） 【１】【３】 

  小・中学校等では、児童生徒が学習内容を深く理解し、これからの時代に求

められる資質・能力を身に付け、生涯にわたって能動的に学び続けることがで

きるよう、「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた授業改善等の取組を

活性化し、「学びの改革」を推進する。 

  そのために、「主体的・対話的で深い学びの実現に向けた研修プログラム」

や「埼玉県小・中学校教育課程指導・評価資料」等を周知し、活用を促す。                
  高等学校では、協調学習による生徒の「主体的・対話的で深い学び」の実現

に向けた授業実践を通して、問題解決力等を育成する。また、教員同士が学び

合うネットワークを構築することで継続的な授業改善を図る。 
 
○ 県立高校オンライン講座の実施【新規】 （１，２００千円） 

                     （担当：高校教育指導課） 【３】 

  県立高校１２校を指定し、全ての県立高校生が参加できる「チーム県立高校

オンライン講座」を夏期講習や放課後の特別講習として新たに開催すること

で、県立高校全体の教育力向上を図る。 

 

○ 埼玉県子供読書活動推進会議の開催 【４】 （施策 6参照） 

   

○ 子ども読書支援センターの運営 【４】 （施策 6参照） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
○ 授業等による取組 （担当：義務教育指導課、高校教育指導課） 【１】 
    社会科や地理歴史科、音楽科、道徳科等で、我が国や郷土の偉人・歴史・風土等に関する教育を行うとともに、小・

中学校等においては総合的な学習の時間で、高等学校においては総合的な探究の時間で、地域の人々のくらしや文化、

伝統に関する学習活動を学校の実態に応じて行う。 
 ・ 小・中学校では、地域の人々が受け継いできた文化財や芸能に関する学習を学校の実態に応じて実施 
 ・ 高等学校では、伝統や文化に関わる学校設定科目の設置や県教育委員会作成の指導資料の活用、部活動の取組等 

 

 

 

 

 

 

施策２ 新しい時代に求められる資質・能力の育成 

【１】「主体的・対話的で深い学び」の視点からの授業改善の推進 重点項目１-③ 

【２】指導内容・指導方法の工夫・改善 
【３】高校生の学習意欲・学力向上の取組の推進 
【４】読書活動の推進 

＊が付された予算額は会計年度任用職員給与費を含んでいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策３ 伝統と文化を尊重しグローバル化に対応する教育の推進 

【１】伝統と文化を尊重する教育の推進 

【２】グローバル化の進展に対応する力を育む教育の推進 重点項目１-④ 重点項目１-⑤ 
【３】世界で活躍できる人材の育成 重点項目１-④ 重点項目１-⑤ 
【４】持続可能な開発のための教育（ＥＳＤ）の推進 
【５】オリンピック・パラリンピック教育の推進 
【６】英語をはじめとした外国語教育の充実 重点項目１-④ 重点項目１-⑤ 

＊が付された予算額は会計年度任用職員給与費を含んでいます。 
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 を通じて、我が国の伝統や文化の理解を深める教育の推進 
 ・ 「伝統・文化に関する優れた授業」の映像資料の普及・活用による教員の指導力の向上 

 
○ 文化遺産調査活用事業のうち 

 ●博物館・美術館等を活用した子供パワーアップ事業 【１】 （施策 28参照） 

 
○ 県立高校グローバル教育総合推進事業のうち  

 ●グローバル人材の育成 

 ・グローバルリーダー育成プロジェクト （１５，２３６千円） （担当：高校教育指導課） 【２】【３】 

  英語による発信力、交渉力、論理的思考力等を国内研修及び海外大学等でのプログラムを通して身に付けさせ、豊か

な国際感覚を持ったグローバルリーダーの育成を図る。 

 ・埼玉と世界をつなぐハイブリッド型国際交流事業 （７，０００千円）（担当：高校教育指導課） 【２】【３】 

  学校単位によるオンライン交流と現地訪問を組み合わせた、ハイブリッド型国際交流を実施する。 

 ・社会総がかりで行う高校生留学促進事業 （６，０００千円） （担当：高校教育指導課） 【２】【３】 

  短期海外研修の支援、留学説明会により留学の機運を醸成する。 

 ・教員の海外派遣及びメキシコ州交流事業 （１，７４５千円）（担当：高校教育指導課） 【６】 

  双方の教員及び高校生の交流を通じて相互の理解と信頼を深め、恒久的な友好親善関係を進展させるとともに、グロ

ーバル人材の育成を推進する。 

 ●外国語教育の充実 

  ・語学指導等におけるネイティブスピーカー活用事業 （３５３，９１３千円＊） 

                                    （担当：高校教育指導課） 【２】【６】 

  語学指導等を行う外国青年の招致等により、国際理解教育及び外国語教育の改善・充実を図るとともに、地域レベ 
 ルでの国際化を推進する。 

 ・小・中・高等学校を通じた英語教育強化事業（英語教育改善プラン） （４２９千円） 

                                    （担当：高校教育指導課） 【２】【６】 

  小・中・高等学校の連携を意識した異校種間の授業参観・研究協議を実施する。  
 
○ 国際バカロレア等特色ある教育検討事業 （３，３３８千円） （担当：高校教育指導課） 【２】【３】【４】【６】 
  自ら課題を発見し解決する資質・能力を育成するため、他者と協働しながら教科の枠を超えて探究する生徒の育成に

資する教育課程の編成に向け、国際バカロレア等の特色ある教育の研究・検討を行う。 

 
○ 障害者の生涯を通じた多様な学習活動推進事業 【５】 （施策 13参照） 

 

○ 小中学校等英語教育推進事業 （７，４５８千円） （担当：義務教育指導課） 【６】 

  学習指導要領の円滑な実施に向け、教員を対象とした研修の実施等により、小・中学校等における英語教育の推進を

図る。 
 ・ 小・中学校等教員を対象とした指導と評価に関する指導実践研修等の実施 ３日間  
 ・ 小・中学校等教員を対象としたインターネット配信による研修と集合研修を合わせた指導力向上のための研修 
 ・ 優れた教員の授業に関する資料等の共有 
 ・ 「話すこと」「書くこと」について、小・中学校等、高等学校の各学校段階における学習到達目標を意識した一 
  貫性のある指導方法の研究 ４市町に研究委嘱 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

施策４ 技術革新に対応する教育の推進 

【１】「主体的・対話的で深い学び」の視点からの授業改善の推進（一部再掲） 重点項目１-③ 

【２】科学技術等への関心を高める取組の推進 
【３】情報活用能力の育成 重点項目１-⑥ 
【４】社会の持続的な発展を牽引する人材の育成 

＊が付された予算額は会計年度任用職員給与費を含んでいます。 
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○ 主体的・対話的で深い学びの実現の推進 【１】 （施策 2参照） 

 

○ 世界をリードする科学技術人材育成事業 （６，７０８千円） （担当：高校教育指導課） 【２】 

  世界で活躍する科学技術人材を育成するため、科学・技術・工学・数学等の様々な分野を横断した研究を行い、課題

解決能力を育成するとともに、ＳＴＥＭ教育の充実を図る。 

 

○ 職業人材を育成する専門高校活性化事業 【２】 （施策 11参照） 

 

○ 理科教育振興・支援事業 （９８９千円） （担当：義務教育指導課） 【２】 

  国が実施する「科学の甲子園ジュニア」の県予選会を実施し、科学好きな生徒の裾野を広げる。 

 

○ 国際バカロレア等特色ある教育検討事業のうち  
 ●データサイエンス・ＡＩリテラシーを活用できる高校生育成研究事業【新規】 （２，７３６千円） 

                                     （担当：高校教育指導課） 【２】【３】 

  教科「情報」や総合的な探究の時間を活用し、データサイエンス・ＡＩリテラシーに係る授業実践及び教員の育成を

行うことで、生徒の情報活用能力や問題の発見・解決能力等の育成を図る。  

 

○ 「教育の情報化」基盤整備費 【３】 （施策 21参照） 

 

○ 児童生徒の情報活用能力の育成  

             （担当：義務教育指導課、高校教育指導課、特別支援教育課、ＩＣＴ教育推進課） 【３】 

  小・中学校等において児童生徒の情報活用能力を育成するため、教科横断的で系統的なカリキュラムを開発・実践 

 し、より効果的な教育の充実を図る。   

  小・中学校等での端末整備や県立学校でのＢＹＯＤにより、１人１台端末環境が実現したことから、活用の好事例 

 を周知するなどして、学習活動の中でのＩＣＴの効果的な活用を推進する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

○ 幼稚園教育振興・充実事業 （６，２８７千円） （担当：義務教育指導課） 【２】 

  幼稚園教員の資質向上を図るため、研修会の実施及び園内研修への指導者派遣を行う。（新規採用教員研修、中堅 

 教諭等資質向上研修、主任教諭等研究協議会、公立幼稚園指導者派遣事業など） 

 

○ 小１問題対応非常勤講師の配置 （１９０，９１０千円＊） （担当：小中学校人事課） 【４】 

  基本的な生活習慣が身に付いておらず、集団生活に対応できない児童などにより授業が成立しない状況（小１プロブ

レム）に対応するため、小学校 138 校に非常勤講師を配置する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策５ 人格形成の基礎を培う幼児教育の推進 

【１】家庭や地域と連携した幼児教育の推進 

【２】幼稚園教諭・保育士・保育教諭の資質能力の向上 
【３】認定こども園の設置促進 
【４】幼児期の教育と小学校教育との円滑な接続 
【５】幼稚園・保育所・認定こども園などを活用した子育て支援の充実 

＊が付された予算額は会計年度任用職員給与費を含んでいます。 
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○ 体験活動の推進 （担当：義務教育指導課、高校教育指導課） 【１】  

  全ての小・中学生、高校生等が自然体験、職場体験、勤労・生産体験、社会奉仕体験を行うなど、家庭・地域・企業・

ＮＰＯなどと連携して、発達の段階に応じた様々な体験活動を推進する。 

 

○ 青少年げんき・いきいき体験活動事業 【１】 （施策 25参照） 

 

○ 自立心をはぐくみ絆を深める道徳教育推進事業 （１８，８２２千円） 

                               （担当：義務教育指導課、高校教育指導課）【３】 

  子供の規範意識を高め、夢や目標に向かってたくましく生きることができるよう、本県独自の道徳教材「彩の国の道 

 徳」を活用し、小・中・高等学校等の道徳教育の充実を図る。 

 ・ 「彩の国の道徳」及び家庭用「彩の国の道徳」、「彩の国の道徳」実践事例集の活用 

 ・ 「彩の国の道徳」新教材の普及 

 ・ 道徳教育研修会の実施 

 ・ 市町村の特色ある道徳教育の取組の支援 

 ・ 道徳教育研究推進モデル校の委嘱（小・中・高等学校 計 10校） 

 ・ 道徳教育に係る外部講師の派遣 

 ・ 道徳授業「匠の技」伝承事業の実施 

 

 

 

○ 埼玉県子供読書活動推進会議の開催 （９７千円） （担当：生涯学習推進課、久喜図書館） 【４】 

  家庭、地域、学校等が一体となって子供の読書活動を推進するため、学校、図書館、民間団体、行政等で構成する

会議を開催する。 

 ・ 埼玉県子供読書活動推進計画（第四次）の実施状況の進行管理等 
 

○ 子ども読書支援センターの運営 （４２７千円） （担当：久喜図書館） 【４】 
  子供の読書活動に関する調査・相談、子供読書関連情報の収集・発信、学校図書館への協力・連携、おはなしボラ

ンティア指導者の派遣などを行う。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

施策６ 豊かな心を育む教育の推進 

【１】体験活動の推進 

【２】規律ある態度の育成 
【３】道徳教育の充実 
【４】読書活動の推進（再掲） 

＊が付された予算額は会計年度任用職員給与費を含んでいます。 
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○ いじめを許さない意識の醸成といじめの早期発見に向けた取組 

    （担当：生徒指導課、義務教育指導課、高校教育指導課、人権教育課） 【１】 

  「埼玉県いじめの防止等のための基本的な方針」の趣旨を踏まえ、児童生徒による

いじめ防止に向けた取組を推進し、その成果を県内に普及する。 

  道徳教育に係る外部講師の派遣や本県独自の道徳教材「彩の国の道徳」の活用を通

して、児童生徒の規範意識を高め、生命尊重や思いやりなどの豊かな心を育む。さら

に、いじめをはじめとする身の回りの様々な問題について人権作文を募集し、人権作

文集「はばたき」を刊行する。道徳科や社会科、特別活動、総合的な学習の時間等で

文集を活用し、児童生徒の人権意識の高揚を図る。   

  また、児童生徒アンケートについて、学校におけるアンケート調査の複数回実施を

推進するとともに、いじめを積極的に認知し、被害児童生徒に寄り添った支援が行わ

れるよう、いじめ防止対策推進法の理解を深めるための教員研修を各学校で実施する

よう促す。 

 

○ ネットトラブルサイト監視事業 （４，０００千円） （担当：生徒指導課） 【１】 

  学校のサイト監視活動を行い、問題のある書込みを早期に発見し、学校に早期対応を促す。 

  また、ネットトラブル注意報を県内公立学校に年間 12 回発信し、児童生徒、教職員、保護者の意識啓発活動を支 

 援する。 

 

○ いじめ・非行防止学校支援推進事業 （１，０６６千円） （担当：生徒指導課） 【１】【３】 

  全ての学校種の生徒指導担当者が一堂に会する研修、学校と児童相談所との連携研修を実施する。 

 

○ ライフスキル教育の推進 （担当：生徒指導課） 【１】【４】 

  各学校における実践事例を収集し、成果や課題等の検証を行う。学校現場で活用できるよう、効果的な事例や検証 

 結果をまとめ周知することで、ライフスキル教育の一層の推進を図る。 

 

○ いじめ･不登校対策相談事業 【一部新規】 （９７８，２５１千円＊） （担当：生徒指導課） 【２】 

  生徒指導上の課題に対応するため、教育相談体制を整備・充実する。                       

 ・ スクールカウンセラーの配置 

  児童生徒の心理に関する支援を実施するため、全小・中学校等（さいたま市を除く。）、県立高等学校、教育事務

所、総合教育センターに配置 

 ・ スクールソーシャルワーカーの配置 

  児童生徒の福祉に関する支援を実施するため、全市町村（さいたま市・中核市を除く。）、県立高等学校、教育事

務所に配置 

 ・ 中学校配置相談員助成事業 

   中学校相談員を配置する市町村（さいたま市を除く。）に対する助成金の交付 

 ・ オンライン相談体制の整備 

   県立学校に在籍する生徒等を対象とした、スクールカウンセラー及びスクールソーシャルワーカーによるオンラ  

  インツールを活用した相談体制の整備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策７ いじめ防止対策の推進と生徒指導の充実 

【１】いじめ防止対策の推進 重点項目２-① 

【２】教育相談活動の推進 重点項目２-② 
【３】生徒指導体制の充実 
【４】非行・問題行動の防止 
【５】青少年を有害環境から守るための取組の推進 
【６】立ち直り支援策の推進 

＊が付された予算額は会計年度任用職員給与費を含んでいます。 
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○ 教育相談事業のうち 

●電話教育相談 （２０，１２６千円） （担当：総合教育センター、生徒指導課） 【２】 

   いじめ・不登校等の悩みを抱えた児童生徒や保護者のため、電話相談を毎日24時間実施し、その解消を図る。 

 

○ ＳＮＳを活用した教育相談体制整備事業 （２６，３３４千円） （担当：生徒指導課、総合教育センター）【２】 

  ＳＮＳを活用した相談窓口を開設し、県内の中学生・高校生が抱える様々な悩みや不安等に対応する。 

 ・ 対象 さいたま市立学校を除く県内国・公・私立中高生（約 330,000 人） 

・ 実施期間 ４月～３月（通年） 

・ 実施日 週５日（休日を除く） 

 

○ 学校におけるメンタルヘルスリテラシーの向上に向けた教育の充実 （担当：生徒指導課、保健体育課） 【２】 

 あらゆる生徒指導上の諸課題の未然防止に向けて、児童生徒の心の不調を早期発見、早期対応し必要な支援につな 

げるための校内体制の充実・強化を図る。 

 

○ 学級運営等の改善のための非常勤講師の配置 （３０，３１１千円＊） （担当：小中学校人事課） 【３】 

  「学級がうまく機能しない状況」を予防・回復するとともに学級運営の充実を図るため、退職教員等を小学校に非常

勤講師として配置する。 

 

○ 学校健康教育推進費のうち 

 ●薬物乱用防止教育関係 【４】 （施策 9参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

警察本部との連携事業 

○ 非行防止教室の実施 

  埼玉県警察本部の非行防止指導班「あおぞら」やスクール・サポーター、警察署の職員等を学校等へ派遣して、

非行防止教室を実施する。 

（教育局の連携担当課：生徒指導課） 
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○ 人権感覚育成指導者の養成 （１７４千円） （担当：人権教育課） 【２】 

  いじめ、虐待などの人権に係る問題を解決するためには、児童生徒の人権感覚を育成する必要があることから、「人

権感覚育成プログラム」を活用した実践ができる指導者を学校に配置するための研修会を実施する。 

  また、「人権感覚育成プログラム（学校教育編）第２集」の周知を図る。 

  

○ 性の多様性を尊重した教育推進事業【一部新規】 （４，１６８千円）  

                        （担当：人権教育課） 【４】 

  性の多様性の尊重に関する児童生徒の理解を深めるため、児童生徒の発達段階

に応じた啓発資料を小学５年生と中学１年生にデータで配布（さいたま市を除く。）

するとともに、啓発資料を授業等で活用するための教職員向け指導資料集を作成

する。 

  児童生徒の性的指向・性自認についての相談に対して、教職員が的確に対応で

きるよう、相談対応ハンドブックを作成する。 

性的指向や性自認に悩む高校生同士の交流・相談の場として、オンラインサロ

ン・相談会を実施する。 

  性の多様性の理解促進を目的に、保護者を対象とした動画を作成する。 

 

 

 

 

 

○ 児童虐待防止のための教育と啓発の推進事業 （７６２千円）  

                        （担当：人権教育課） 【５】 

  喫緊の課題となっている児童虐待に対応するため、教職員等を対象とした早期

発見・早期対応等の研修を実施し、校内体制の整備と校内研修の充実を図る。 

  また、虐待を受けた児童生徒への効果的な支援の在り方に関する研修会を実施

し、児童養護施設等との連携を深めるとともに、児童虐待に関する保護者向け啓

発資料を作成し、家庭や地域社会への啓発を行うなど、児童虐待防止の推進を図

る。 

○ 県立学校における児童虐待対応 （担当：人権教育課） 【５】 

 ・ 県立学校で児童虐待が起きた場合に情報共有を図り、学校と連携した対応に努めるとともに、各学校での案件状 

  況に応じた相談・助言などの支援を行う。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策８ 人権を尊重した教育の推進 

【１】人権教育の推進 

【２】人権教育の学習内容・指導方法の工夫・改善 
【３】人権問題を主体的に考え行動する児童生徒の育成 
【４】様々な人権課題に対応した教育の充実 重点項目２-③ 
【５】虐待から子供を守る取組の推進 

＊が付された予算額は会計年度任用職員給与費を含んでいます。 

性の多様性の尊重に係る 

児童生徒用リーフレット 

（小学校５・６年生版） 
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○ 学校健康教育推進費のうち 

 ●食育の普及拡大、食物アレルギー・アナフィラキシー対応関係 （１，８８７千円） 

                                       （担当：保健体育課） 【１】【４】 

    児童生徒が望ましい食習慣を身に付けられるよう、学校給食を「生きた教材」  

 として活用するための教職員研修を実施するとともに、授業研究協議会等におい 

 て、効果的な推進方法の情報提供や情報交換を行うことにより市町村を支援する。 

  「彩の国学校給食研究大会」を開催し、地場産物の活用促進や栄養教諭の実践 

 発表を行う。 

  児童生徒の食物アレルギー・アナフィラキシーに対応するため、教職員を対象 

 に十分な知識の普及を目的とする研修会を実施する。 

 ●性に関する指導普及推進関係 （２７７千円） （担当：保健体育課） 【２】 

  児童生徒の発達の段階に応じた、効果的な性に関する指導の推進を図る。 

 ・ 性に関する指導課題解決検討委員会の開催 

 ・ 「性に関する指導」指導者研修会や授業研究会の開催 

 ●薬物乱用防止教育関係 （７５千円） （担当：保健体育課） 【３】 

  大麻・危険ドラッグなどの最新の情報を取り入れた薬物乱用防止教育に取り組む。 

 ・ 教職員と外部指導者の指導力向上のための研修会の実施 

 ・ 専門家等を活用した「薬物乱用防止教室」の充実 

 

○ 学校保健総合支援事業（がん教育総合支援事業） （１，５８２千円） （担当：保健体育課） 【１】 

  がんに対する正しい知識とがん患者に対する正しい理解及び命の大切さに対する認識を深めるため、がん教育に関

する取組を実施する。 

 ・ 埼玉県がん教育推進連絡協議会の開催 

 ・ がん教育指導者研修会、がん教育外部指導者研修会及び授業研究会の実施  

 

○ 望ましい生活習慣を子供たちに身に付けるための取組 （担当：保健体育課） 【４】【５】 

  ＪＡ埼玉県中央会等と連携し、保護者向け食育推進リーフレットを、県内公立小学校１、５年生、中学校１、３年生

等の全家庭に配布する。 

  また、定期健康診断などの結果を踏まえ、必要に応じて養護教諭、学校医等による保健相談・保健指導を実施する。 

 

○ 児童生徒のための体力向上推進事業のうち 

 ●体力課題解決研究指定校 （４６０千円） （担当：保健体育課） 【５】 

  体力課題解決研究指定校（２年間の研究指定）において運動習慣を含めた生活習慣の改善を図る取組を研究実践す

る。また、その成果を全県に発信する。 

 ●「生活習慣診断シート」の活用 （担当：保健体育課） 【５】 

  生活習慣の改善を図ることを目的に、「生活習慣診断シート」により家庭との連携を推進し、基本的な生活習慣の確

立を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策９ 健康の保持増進 

【１】学校保健の充実 

【２】妊娠・出産・不妊に関する知識の普及啓発と性に関する指導の推進 
【３】薬物乱用防止教育の推進 
【４】食育の推進 重点項目３-① 
【５】基本的な生活習慣の確立に向けた支援 重点項目３-① 

＊が付された予算額は会計年度任用職員給与費を含んでいます。 
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○ 児童生徒のための体力向上推進事業のうち 

 ●新体力テストの実施（年１回） （２，９２５千円） （担当：保健体育課） 【１】 

  自己の体力を理解させ、自ら健康の増進・体力の向上を図ることができるようにする

とともに、教員が児童生徒の体力の実態を把握し、体育指導に生かす資料とする。 

 ●体力プロフィールシート等の活用の推進 （担当：保健体育課） 【１】 

  新体力テストの結果を受けた体力プロフィールシート等を活用し、一人一人が自己

の体力の状況を知ることで、生活習慣や運動習慣の改善を図ることができるようにす

る。 

  また、体育授業改善のための資料として活用し、個々の体力課題に応じた授業実践に

つなげる。 

 ●成長の記録の共有・活用・研究 （担当：保健体育課） 【１】  

  小・中学校で実施する新体力テストの結果を、小学校段階から毎年度継続して児童生徒・保護者・学校が共有し活用

することにより、児童生徒の成長を支え、一人一人を確実に伸ばす。 

  体力課題解決研究指定校においては、体力プロフィールシートの活用方法について研究し、成果のあった取組を県内

に発信する。 

 

○ 学校体育実技指導研修事業 （１，３９６千円） （担当：保健体育課） 【２】 

  県内小・中学校、高等学校、特別支援学校の教員を対象に、体育的活動における事故防止や効果的で安全な授業を実

践するための研修会や講習会を開催し、教員の資質向上を図る。 

 

○ 運動部活動全国・関東大会派遣事業のうち 

 ●運動部活動指導者研修事業 （１，７９６千円） （担当：保健体育課） 【２】【３】 

  スポーツの魅力に触れることができる運動部活動の充実を図るため、外部人材を活用し、生徒が生涯にわたって豊か

なスポーツライフを実現するための資質能力を育むとともに、指導者の講習会を実施し、部活動顧問の資質向上を図る。 

 

○ 運動好きな児童生徒の育成 （８８２千円） （担当：保健体育課） 【３】 

生涯にわたって心身の健康を保持増進し、豊かなスポーツライフを実現、継続するために、体育、保健体育授業及び

体育的活動を通して、運動好きな児童生徒を育成する。 

 ・ 運動好きな児童生徒育成のための検討委員会の開催 

 ・ 検討委員会の意見等を踏まえた授業実践及び報告書作成 

 

○ 埼玉県の部活動の在り方に関する方針 （担当：保健体育課） 【５】 

  生徒が生涯にわたって豊かな生活を実現する資質・能力を育む基盤として部活動を持続可能なものとするため、生徒

にとって望ましいスポーツ環境を構築する観点に立ち、地域、学校、競技種目等に応じた多様な形で最適に実施される

ことを目指す。 

 ・ 適切な休養日、活動時間の設定  

   週当たり２日以上の休養日（平日１日以上、土曜日及び日曜日１日以上）を設定する。 

   １日の活動時間は、平日２時間程度、休業日３時間程度とする。 

 ・ 「埼玉県の部活動の在り方に関する方針」に則り、適切な指導の実施について周知徹底し、合理的でかつ効率的・ 

  効果的な活動を推進 

 

○ 部活動指導員の活用 【５】 （施策 18参照） 

 

 

 

 

 

 

 

施策 10 体力の向上と学校体育活動の推進 

【１】児童生徒の体力の向上 重点項目３-② 重点項目３-③ 

【２】体育的活動の充実 
【３】生涯にわたる豊かなスポーツライフを実現する資質の育成 
【４】オリンピック・パラリンピック教育の推進（再掲） 
【５】持続可能な運動部活動の運営 

＊が付された予算額は会計年度任用職員給与費を含んでいます。 
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○ 指導行政推進事業のうち  

 ●進路指導・キャリア教育研究協議会 （３２千円） （担当：義務教育指導課） 【１】 

  望ましい進路指導・キャリア教育の充実を図るため、「埼玉県中学校進路指導・キャリア教育指導資料」を活用し、

中学校等と高等学校との連携を密にし、円滑な接続を目指すとともに進路指導・キャリア教育上の諸課題の解決に資す

る。 

 ・ 進路指導・キャリア教育研究協議会の開催 

 
○ 県立高校キャリア教育総合推進事業 （９，８７２千円） （担当：高校教育指導課） 【１】 

  産業界等と連携したキャリア教育、就職指導を実施することで、働くことについての意識付け、働き続ける意欲を育

成する。また、企業等で経験を積んだ専門的な見地を有する社会人を就職支援アドバイザーとして県立高等学校に配置

するとともに、企業経営者と生徒・保護者・教員が参加する面談会を実施することにより生徒の望ましい勤労観・職業

観を育成する。 

 

○ 小・中学校等における企業等と連携した職場体験等 （担当：義務教育指導課） 【１】【３】 

  児童生徒の発達の段階に応じ、学校の教育活動全体を通じた体系的・系統的なキャリア教育を推進し、一人一人の望

ましい勤労観、職業観を育てる教育の充実を図り、職場体験等を行う小・中学校等を支援する。 

 

○ 自立と社会参加を目指す特別支援学校就労支援総合推進事業 【２】 （施策 13参照） 

 

○ 職業人材を育成する専門高校活性化事業 （４５，１７１千円） 

                        （担当：高校教育指導課） 【３】【４】 

  専門高校及び総合学科高校において、将来の産業界を担う高度専門職業人材を育

成するため、地域の企業・商店街や研究機関等と連携した実践的な職業教育を行 

 い、専門的な知識や技術、技能を習得させるとともに、商品開発や技術開発を行う。 

  産業教育の充実・発展を図るため、専門高校生等が日頃の学習成果を発表する「埼

玉県産業教育フェア」を開催し、専門高校の魅力的な教育内容を広く発信する。 

  次世代を担う産業人材を育成するために、専門高校と企業・産業界が一体となっ

て職業教育カリキュラムの研究・刷新に取り組む。 

 

○ 高校生の「農力」育成強化プロジェクト （２１，７３９千円） （担当：高校教育指導課） 【４】 

  経営感覚や国際感覚、チャレンジ精神を持つ農業の担い手を育成するため、農業高校において、農業生産工程管理

（ＧＡＰ）を実践するとともに、実習環境を整備し、新たなハチミツの製造技術の研究や地域特産品の開発やタマシャ

モの飼育や商品開発を行う。 

  また、農業用ＩＣＴ機器の活用等による時勢に対応した農業教育を実践することで、農業高校生の就農・就業意欲を

高める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策 11 キャリア教育・職業教育の推進 

【１】小・中学校、高等学校における体系的・系統的なキャリア教育・職業教育の推進 重点項目５-① 

【２】障害のある子供たちの自立と社会参加を目指したキャリア教育・職業教育の推進 
【３】企業等と連携した職場体験活動などの充実 
【４】専門高校における産業教育の推進 
【５】専門高校拠点校の整備 
【６】地域産業や保健・医療・福祉などを支える専門的人材の育成 

＊が付された予算額は会計年度任用職員給与費を含んでいます。 
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○ 主権者教育、消費者教育等の推進  （担当：高校教育指導課、義務教育指導課） 【１】【２】 

 ・ 主権者教育の取組 

   小・中学校等については、埼玉県小・中学校指導・評価資料等の活用を促し、学習指導要領の着実な実施を図る。   

  また、主権者教育の指導事例を集め共有を図るとともに、指導主事による訪問指導の際に活用例を示すなど、主権者  

  教育の一層の推進を図る。 

   高等学校については、新科目「公共」への対応など、学習指導要領の着実な実施を図る。また、国が作成した副教 

  材「私たちが拓く日本の未来」を活用した実践例等を公開することで、主権者教育の一層の充実を図る。 

 ・ 租税教育の取組 

   租税に関する指導内容を明記した学習指導要領の着実な実施を図る。また、租税教育の充実のため、租税教育推進 

  協議会や税務署などの関係機関と連携し、学校で活用できる事例等の情報提供を行う。 

 ・ 消費者教育の取組 

   小・中学校等については、埼玉県小・中学校指導・評価資料等の活用を促し、学習指導要領の着実な実施を図る。

また、行政と学校の担当者が情報交換するとともに、学校で活用できる事例等の情報提供を行う。 

   高等学校については、学校教育活動の中に計画的に消費者教育を位置づけ、教科の連携や外部講師の効果的な活用  

  により、自立した消費者として主体的に判断し行動できる力を育成する。 

 ・ 金融教育の取組 

   高等学校において、金融教育に関する指導内容を明記した学習指導要領の着実な実施を図り、教科の連携や外部講 

  師の効果的な活用により、生涯を見通した生活設計について考察できる力を育成する。 

 

○ 総合教育センター江南支所における環境教育に関する取組 （担当：高校教育指導課） 【３】 

  資源・環境問題に対応できる人材の育成を目指して、小・中学生、高校生の体験活動や教職員研修について埼玉大学、

埼玉県環境科学国際センターと連携して取り組み、環境教育を推進する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策 12 主体的に社会の形成に参画する力の育成 

【１】主権者教育の推進 

【２】消費者教育の推進 
【３】環境教育の推進 
【４】持続可能な開発のための教育（ＥＳＤ）の推進（再掲） 
【５】多様な人材と協働する力の育成 

＊が付された予算額は会計年度任用職員給与費を含んでいます。 
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○ 自立と社会参加を目指す特別支援学校整備事業【一部新規】 （４，８９５，１３０千円） 

                                    （担当：特別支援教育課） 【１】 

  特別支援学校に在籍する児童生徒の増加に対応するための教

育環境の整備充実を図る。 

 ・ 県東部地域特別支援学校（仮称）の整備（工事）（令和５年 

  度開校） 

・ 狭山清陵高校内分校（仮称）、白岡高校内分校（仮称）及び 

 鳩ケ谷高校内分校（仮称）の整備（工事）（令和５年度開校） 

 ・ 大宮商業高校内分校（仮称）、新座柳瀬高校内分校（仮称）、 

  三郷北高校内分校（仮称）の整備（設計）（令和６年度開校） 

 ・ 川越特別支援学校、三郷特別支援学校の増築（工事）（令和５年度供用開始） 

 ・ 川口特別支援学校の増築（設計）（令和８・令和 10年度供用開始） 

 

○ 共生社会の形成に向けた特別支援教育推進事業 （１５，９０１千円） 

                    （担当：特別支援教育課、高校教育指導課、義務教育指導課） 【１】【４】 

  「インクルーシブ教育システムの構築」に向け、障害のある子供と障害のない子供が共に学ぶことを追求するととも

に、教育的ニーズに応じた多様な学びの場を整備する。 

 ・ 発達障害支援 

   切れ目のない支援体制の構築に向けた研修の実施 

 ・ 小学校入学前における支援体制整備 

   福祉部との連携、就学支援担当者の専門性の向上 

 ・ 高等学校における支援体制の整備 

   臨床心理士等の専門家を活用した巡回支援 

 ・ 特別支援学校による支援体制の充実  

   センター的機能の向上、特別支援学校教諭免許保

有率の向上 

 ・ 人材育成・指導力向上 

   研修会の充実、教員の専門性・指導力の向上 

 ・ 連携支援の充実 

   外部人材の活用等による特別支援教育推進のための連携支援体制づくり 

   （ボランティアの育成・活用、県民のつどいの開催）            

 

○ 小中学校等特別支援教育推進事業 （７，４５２千円） （担当：義務教育指導課） 【１】【４】 

  小・中学校等において特別支援教育推進専門員を活用した巡回支援を実施する。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

施策 13 障害のある子供への支援・指導の充実 

【１】共生社会を目指した「多様な学びの場」の充実 重点項目４-① 重点項目４-② 
【２】特別支援学校教諭免許状の取得促進 
【３】障害者雇用の推進 重点項目６-① 
【４】小・中学校、高等学校などにおける特別支援教育の体制整備 重点項目４-② 
【５】障害のある子供たちの自立と社会参加を目指したキャリア教育・職業教育の推進（再掲） 
【６】障害のある子供たちの生涯学習の推進 

＊が付された予算額は会計年度任用職員給与費を含んでいます。 

県東部地域特別支援学校（仮称） 
イメージ図 
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○ 県立高校教育環境整備支援事業 （５３，８８６千円＊） （担当：高校教育指導課） 【１】 

  ノーマライゼーション教育の理念に基づき、障害のある生徒が安心・安全な学校生活を送れるよう県立高等学校にお

ける教育環境の整備を行う。 

  また、指定校において通級指導の実施、教材等の整備を行い、適切な指導体制の在り方を研究する。 

 

○ 特別支援学校医療的ケア体制整備事業 （４，７８０千円） （担当：特別支援教育課） 【１】 

  特別支援学校に通学する医療的ケアが必要な幼児児童生徒に対して、主治医及び相談医の指導助言の下、看護師資格

を有する教員や一定の研修を修了した教員が医療的ケアを行うことにより、幼児児童生徒が安心して学習できる環境づ

くりを進める。 

 

○ 採用選考による障害者雇用 （担当：総務課、県立学校人事課、小中学校人事課、教職員採用課） 【３】 

  障害者を対象とした教員の募集、採用選考試験の工夫・改善や、障害のある教員の配置拡大に向けた環境整備を図る。 

   

○ 障害者雇用推進事業 （８７９，７１８千円＊） （担当：総務課、県立学校人事課、小中学校人事課） 【３】 

  教育局課所館及び県立学校、小・中学校において事務補助等を行う障害のある会計年度任用職員を雇用して、障害者

の働く場を拡大するとともに、サポートする支援員を配置するなど、障害者が働きやすい環境を整備する。 

 

○ 自立と社会参加を目指す特別支援学校就労支援総合推進事業 （１０２，４２０千円＊） 

                                      （担当：特別支援教育課） 【５】 

  特別支援学校高等部の企業就労を希望する全ての生徒の進路実現のため多角的な就労支援の充実を図る。  

 ・ 教育局内において特別支援学校卒業生等 24名を直接雇用し、一般就労及び障害者雇用促進に向けた取組を実施     

  （「チームぴかぴか」として、南部（県庁）と北部（総合教育センター）の２拠点で展開）  

 ・ 企業のニーズを踏まえた職業教育の推進                               

 ・ 教員への企業研修の実施、就労支援アドバイザーによる指導助言等 

 

○ 障害のある子供たちの超スマート社会を生き抜く力を育むＩＣＴ環境整備事業 【５】 （施策 21参照） 

 

○ 特別支援学校教育施設整備事業 【５】 （施策 21参照） 

 

○ 障害者の生涯を通じた多様な学習活動推進事業 （９００千円） （担当：特別支援教育課） 【６】 

  特別支援学校において、スポーツや文化活動に親しむ機会を充実させ、障害者の生涯を通じた多様な学習活動のため

の土台づくりを推進する。 

 ・ パラリンピアン等による児童生徒への授業 

 ・ 芸術家による児童生徒への授業 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

○ いじめ･不登校対策相談事業 【１】【２】 （施策７参照） 

 

○ 教育相談事業のうち 

 ●電話教育相談 【１】【２】 （施策７参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策 14 不登校児童生徒・高校中途退学者等への支援 

【１】教育相談活動の推進（再掲） 重点項目２-② 重点項目４-③ 

【２】不登校の未然防止の推進 重点項目４-③ 
【３】不登校児童生徒の教育機会の確保 重点項目４-③ 
【４】意欲に応える学習機会の提供 重点項目４-③ 
【５】高校中途退学防止対策の推進 重点項目４-③ 
【６】高校中途退学者等の社会的自立に向けた支援 重点項目４-③ 

＊が付された予算額は会計年度任用職員給与費を含んでいます。 
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○ ＳＮＳを活用した教育相談体制整備事業 【１】【２】 （施策７参照） 

 

○ 民間団体等との連携  （担当：生徒指導課） 【３】 

  不登校の子を持つ親の会や民間団体等を構成員とする「官民連携会議」を定期的に実施し、情報交換を行うとともに、

当該組織と連携し、「保護者や教員のための不登校セミナー」を開催し、不登校児童生徒やその保護者への支援に関す

る情報を提供する。また、「子供たちとその保護者のための不登校支援サイト」の掲載内容を充実させ、不登校児童生

徒への理解定着や支援に関する情報発信に努める。 

 

○ 課題を抱える生徒のための学習支援プランのうち 

 ●学習サポーターの配置 【４】【５】 （施策 16参照） 

 

○ 中途退学の防止 （担当：生徒指導課） 【５】【６】 

  若年層への自立支援や就労支援のノウハウがある「地域若者サポートステーション」と連携し、中途退学の未然防止

を図る。また、在学中から支援機関と学校・生徒との関係性を構築することで、万一中途退学した場合に社会的孤立に

陥らないよう切れ目なく支援できる体制を整備する。 

 
 
 
 
 
 
 

 

○ 埼玉県国公立高等学校等奨学のための給付金事業 （１，４４０，１３５千円） （担当：財務課） 【１】  

  教科書費などの授業料以外の教育費負担を軽減し、国公立高校生等の修学を支援するため、低所得世帯を対象に給付

金を支給する。 

 

○ 埼玉県高等学校等奨学金事業 （７０４，９８０千円＊） （担当：財務課） 【１】  

  経済的理由により修学が困難な高校生等に対して奨学金を貸与する。 

 ・ 貸与枠 

   令和４年度在校生向け 5,700 人 

   令和５年度入学生向け 1,800 人 

 

○ 「未来を生き抜く人財育成」学力保障スクラム事業  （担当：義務教育指導課） 【２】 

  家庭の経済状況などから学力に課題を抱える児童の学力の向上を図るため、学校における教育的支援の方法を研究・

実践する。 

  ・ 授業内外の学習支援などの取組を実施 

 

○ 課題を抱える生徒のための学習支援プランのうち 

 ●学習サポーターの配置 【２】 （施策 16参照）  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

施策 15 経済的に困難な子供への支援 

【１】修学に対する支援 

【２】学校における学力保障と関係機関との連携の推進 
 

＊が付された予算額は会計年度任用職員給与費を含んでいます。 
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○ 課題を抱える生徒のための学習支援プラン （５８，７１４千円） （担当：高校教育指導課） 【１】【４】 

  日本語指導が必要な生徒が多く在籍する高等学校に多文化共生推進員を配置し、言語に起因する学校生活の問題解

決を図り、学習環境を整備する。また、基礎学力に課題を抱えた高校生を対象として、大学生等を学習サポーターとし

て活用し、義務教育段階の学習内容の学び直しを進める。 

 ・ 多文化共生推進員の配置、音声翻訳機の配備等による通訳支援 
 ・ 学習サポーターの配置 

 

○ 帰国児童生徒等への教育充実・サポート事業 （３，１３２千円＊） （担当：義務教育指導課） 【１】 
  海外に所在する企業等で働く保護者やその子供及び県内に在住する帰国・外国人児童生徒やその保護者を対象に、学

習面や学校生活面での支援体制の充実を図る。 

 ・ 支援アドバイザーや国際交流員の学校等への派遣 

 ・ 多言語（ポルトガル語、スペイン語、中国語、英語）によるニュースレターの発行 

 ・ 日本語指導研修会の実施（２回） 100 人（予定） 

 

○ 「未来を生き抜く人財育成」学力保障スクラム事業 【４】 （施策 15参照） 

 

○ 放課後子供教室推進事業 【４】 （施策 24参照）  

 

○ 学校におけるヤングケアラー支援事業 （２，９２５千円） （担当：人権教育課） 【５】 

  児童生徒及び学校関係者等のヤングケアラーに関する認識を深めるとともに、福祉部と連携し、適切な支援につなげ

る環境を整備する。 

 ・ 元ヤングケアラーや専門家等を講師とする講演会及び福祉部と教育局の職員による説明会等で構成する「ヤングケ 

  アラーサポートクラス（ＹＣＳＣ）」（出張授業）の実施 

 ・ 教職員が、児童生徒向けにヤングケアラーに関する授業を行うための指導案や教材等の指導資料「ヤングケアラ 

  ー授業デザインキット」の作成 

 

○ いじめ･不登校対策相談事業 【５】 （施策７参照） 

 

○ 教育相談事業のうち 

 ●電話教育相談 【５】 （施策７参照） 

 

○ ＳＮＳを活用した教育相談体制整備事業 【５】 （施策７参照） 

 

○ 性の多様性を尊重した教育推進事業【一部新規】 【５】 （施策８参照） 

 

○ 児童虐待防止のための教育と啓発の推進事業 【５】 （施策８参照） 

 

○ 県立学校における児童虐待対応 【５】 （施策８参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策 16 一人一人の状況に応じた支援 

【１】日本語指導が必要な児童生徒への教育支援 重点項目４-④ 

【２】家庭教育に課題を抱える保護者への支援 
【３】中学校夜間学級の支援 
【４】学力に課題のある児童生徒への教育支援 
【５】児童生徒の抱える様々な課題への支援 重点項目２-② 重点項目４-⑤ 

＊が付された予算額は会計年度任用職員給与費を含んでいます。 
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○ 採用選考試験における優れた教員の確保（教員採用選考試験事業） （２０，４２０千円） 

                                      （担当：教職員採用課） 【１】 

  教員の志願者が減少している中で、学校教育の質の維持向上を図るため、採用選考試験の工夫・改善などにより、優

秀な人材を確保する。 

 ・ 多くの志願者を募集するため、大学等で教員採用説明会を実施 

 ・ 人物重視の採用選考試験の実施 

 

○ 教員養成大学との連携協定に基づいた取組 （担当：教職員採用課） 【１】 

  教員養成学部を有する県内５つの大学と締結した連携協力協定に基づき、連携大学の教職課程講座に県職員を講師

として派遣するなど、教員養成の充実や教職の魅力発信などを推進する取組を実施し、優れた人材をより多く確保する。 

 

○ 彩の国かがやき教師塾事業（埼玉ティーチャーズカレッジ連携事業）【一部新規】  

                          （１０，８１９千円） （担当：小中学校人事課） 【１】 

   次世代の埼玉を担う優れた教員の確保のため、県教育委員会が主体となって大学と連携しながら、教職の魅力を大学

生に伝え、小・中学校教員を強く希望する大学生等を対象とした「彩の国かがやき教師塾」を開講し、将来埼玉の教育

を担う教員として活躍できるための資質・能力を育成する。   

 

○ 教職員の研修による資質の向上 （教職員研修事業等） （５７，２２３千円）         

             （担当：高校教育指導課、義務教育指導課） 【２】 

   教職員の視野の拡大や意識の改革、教科、生徒指導、学級経営等における指

導力の向上を図るため、実践的な研修を実施する。（年次経験者研修、管理職

研修、特定研修、専門研修、長期派遣研修） 

 

○ 教員のＩＣＴ活用指導力の向上 （担当：ＩＣＴ教育推進課、総合教育センター） 【２】 

  ＩＣＴ活用プロジェクトを通した実践事例の共有や課題の協議などにより各学校でＩＣＴ教育を広げていく人材の

育成や、Ｗｅｂ相談窓口などにより各学校の課題に対するオーダーメイド型の支援を行い、教員のＩＣＴ活用指導力向

上を図る。 

 

○ 良い授業を見つけ！広めて！学力ＵＰ事業 （４，５６４千円） （担当：義務教育指導課） 【３】  

  埼玉県学力・学習状況調査のデータから見えてきた、ＩＣＴを活用した学力向上に効果的な授業展開等の映像資料を 

 作成し、各学校の研修会等で活用する。 

  また、大学教授等が小・中学校等の授業実践に対し継続的に指導助言を行い、そこで見い出した「主体的・対話的 

 で深い学び」の実現のための効果的な指導方法等を県内に広める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策 17 教職員の資質・能力の向上 

【１】優れた教職員の確保 重点項目７-② 

【２】教職員研修と調査研究の充実 重点項目７-① 重点項目７-② 
【３】指導技術の共有の推進 
【４】優秀な教職員の表彰等の実施 
【５】教職員の人事評価制度の活用 
【６】指導が不適切である教員への対応 
【７】教職員の体罰等禁止の徹底と服務上の問題への対応 重点項目７-④ 
【８】教職員による不祥事の根絶に向けた取組の推進 重点項目７-④ 
【９】教科書採択の公正性・透明性の確保 
【10】教職員の心身の健康の保持増進 
【11】学校で発生する諸問題への指導・助言 

＊が付された予算額は会計年度任用職員給与費を含んでいます。 
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○ 不祥事根絶アクションプログラムの推進   

                  （担当：総務課、県立学校人事課、小中学校人事課、教職員採用課） 【７】【８】  

  不祥事防止研修プログラム「未来を育てる 私たちの使命と誇り ～不祥事根絶を目指して～」を活用した研修の推

進など、不祥事根絶に向けた取組を実施する。 

 

○ 教科書採択の公正性・透明性の確保  （担当：義務教育指導課、高校教育指導課、特別支援教育課） 【９】 

  ガイドライン「質の高い教科書の実現と教科書採択の公正性・透明性を高めるために」を周知徹底する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○ 学校だけでは解決困難な問題への対応 （担当：小中学校人事課） 【１】 

  小・中学校について、県内４教育事務所に設置している学校問題解決のための支援チームなどを活かして、解決に取  

 り組む市町村をサポートする。 

 

○ 学校問題解決のためのスクールロイヤー活用事業 （１，１３６千円） 

                            （担当：県立学校人事課、小中学校人事課） 【１】 

  スクールロイヤーによる個別相談や研修会を実施することで、学校の法的対応力を向上させ、学校現場で発生する

様々な問題の未然防止や早期解決を図る。 

   

○ コミュニティ・スクールディレクター配置支援事業 （１，０６４千円） （担当：小中学校人事課） 【１】【３】 

  コミュニティ・スクールの設置推進及び充実を図るために、国の事業を活用して、市町村教育委員会にコミュニテ

ィ・スクールディレクター配置に係る補助金を交付するとともに、市町村教育委員会、教職員、地域の学校関係者を対

象とした研修会等を実施する。 

 

○ 地域に開かれた学校づくり推進事業 （３，６２７千円） （担当：県立学校人事課） 【１】【３】【４】 

  学校自己評価システムなどを活用して自律的な学校運営の改善や教育力の向上を図る。また、学校の要請に応じて有

識者による学校訪問を行い、専門的な助言や情報提供を行うことにより、学校自己評価システムの取組の改善を図る。 

  また、県立学校における学校運営協議会の在り方等について研究しながら、学校と地域との共助体制による学校づく

りを進める。 

 

○ いじめ･不登校対策相談事業 【１】 （施策７参照） 

 
○ 部活動指導員の活用 （６９，４９９千円＊）（担当：保健体育課、高校教育指導課、義務教育指導課） 【１】【５】 

  単独での部活動指導・大会引率等が可能な「部活動指導員」を配置し、部活動の充実を図るとともに、顧問教員の負

担軽減を図る。 

 

○ 県立学校の管理職（校長、副校長・教頭、事務長）を対象とした「『働き方改革』推進研修会」の開催 

                              （２０５千円） （担当：県立学校人事課） 【５】 

  学校における働き方改革を一層推進するための意識啓発を図るとともに、「働き方改革」の視点を念頭に置いた学校

運営を実践するための資質の向上を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策 18 学校の組織運営の改善 

【１】多様な人材との連携・分担体制の構築 

【２】リーダーシップを発揮できる管理職の育成 
【３】コミュニティ・スクールの設置推進とその充実 
【４】学校評価の効果的な活用 
【５】学校における働き方改革の推進 重点項目７-③ 
【６】障害者雇用の推進（再掲）重点項目６-① 

＊が付された予算額は会計年度任用職員給与費を含んでいます。 
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○ 県立学校教職員負担軽減検討事業 （１８，９５４千円） （担当：県立学校人事課） 【５】 

  県立学校 177 校に導入した勤務管理システムにより、教職員の在校等時間を客観的に把握し、健康管理の促進や業務

負担の軽減を図る。 

 

○ 「教育の情報化」基盤整備費のうち 

 ●校務支援システムの管理運営 （６１，６７０千円） （担当：高校教育指導課） 【５】 

  各県立高等学校に整備した統一規格の校務支援システムを運用し、校務処理の効率化を図る。 

 
○ 市町村立小中学校外部人材配置事業のうち 

 ●教員業務支援員の配置 （１６９，７３２千円） （担当：小中学校人事課） 【５】 

  教員の事務を補助する教員業務支援員（スクール・サポート・スタッフ）を配置する市町村を支援し、小・中学校の

教員が子供と向き合う時間を確保する。 

 

○ 長時間勤務者への健康相談の実施 （３，６３０千円） （担当：福利課） 【５】 

  長時間勤務者に対して、健康管理医による面接指導を勧奨し、健康管理を推進する。 

 

○ デジタルツールを活用した学校の働き方改革推進事業【新規】 （３０，９４６千円）  

                                    （担当：県立学校人事課） 【５】 

  学校の執務環境を整備し、教職員の負担軽減を図るため、県立学校のモデル校３校にペーパーレス支援ソフトなどの

デジタルツールを導入し、その効果検証を行う。 

 

○ 入学者選抜に係る電子出願等研究事業【新規】 （１，８５７千円） （担当：高校教育指導課） 【５】 

  県立学校１校において、入学者選抜事務を管理する「電子出願システム」の研究・開発及び選考手数料収納・調査書

の電子化に向けた研究を行う。 

 

○ デジタル採点システムの検証【新規】 （１，０００千円） （担当：高校教育指導課） 【５】 

  県立学校１０校において、採点業務等の効率化及び正誤分析等をもとにした生徒の理解度の把握・授業改善を図るた

め、デジタル採点システムを導入し、その効果検証を行う。 

 

○ 採用選考による障害者雇用 【６】 （施策 13参照） 

 

○ 障害者雇用推進事業 【６】 （施策 13参照） 

 

○ 自立と社会参加を目指す特別支援学校就労支援総合推進事業 【６】 （施策 13参照） 

  
 
 
 
 
 
 
 
○ 「学校の活性化・特色化方針」の周知 （担当：魅力ある高校づくり課） 【１】 

  「学校の活性化・特色化方針」などを活用し、各県立学校の特色の可視化を進める。 

 
○ 魅力ある県立学校づくり推進費 （２４９千円） （担当：魅力ある高校づくり課） 【１】【２】 

  「魅力ある県立高校づくり第１期実施方策」に基づく再編整備を進めるとともに、生徒にとってより良い学習環境を

整備する観点から、地域性を考慮しながら県立高等学校の再編整備に向けた検討を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

施策 19 魅力ある県立高校づくりの推進 

【１】社会のニーズに応える特色ある高等学校づくり 

【２】適正な学校規模の維持による高等学校の活性化 

＊が付された予算額は会計年度任用職員給与費を含んでいます。 

― 25 ―



 

○ 県立高校再編整備計画推進事業 （１，３７４，９７９千円） （担当：魅力ある高校づくり課） 【１】【２】 

  「魅力ある県立高校づくり第１期実施方策」に基づき、令和５年度開校予定の児玉新校（仮称）、飯能新校（仮称）

に係る校舎改修等を実施する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○ 県立学校施設耐震化事業 （２，２４５，４１０千円） （担当：財務課） 【１】 
  県立学校施設の耐震化を更に推進する。 

 ・ 食堂兼合宿所      耐震補強工事８校 

 ・ 部室棟         耐震診断 13校 耐震補強設計 30校 耐震補強工事 15校 

 ・ コンクリートブロック塀 改修 21校 

 

○ 学校安全総合支援事業 （５，５７２千円） （担当：保健体育課） 【２】 

  自他の安全な生活の実現や、安全で安心な社会づくりに主体的に貢献する

態度を身に付けるなどの「安全に関する資質・能力」を児童生徒に育むことを

目指し、継続的・発展的な学校安全に係る取組の充実を図る。 

 ・ モデル地域及び拠点校における授業研究会を中心とした学校安全体制の 

  構築に向けた支援 

  ・ 学校安全アドバイザーによる危機管理マニュアル、授業研究会、避難訓練 

  等への指導・助言 

 ・ 実践的な体験研修による高校生災害ボランティア人材の育成 

 ・ 県立高等学校における生徒が参加する普通救急救命講習実施への支援  

 ・ 学校安全に関する研修等の実施 

 

○ 高校生自転車安全教育プログラム （３，３８０千円） （担当：保健体育課） 【２】 

  高校生の自転車交通事故の防止を推進するため、自転車安全運転推進講習会等を実施することにより、交通安全意識

の向上を図る。 

 ・ 各県立学校の代表生徒を対象に、自転車安全運転に関する講習会の実施（県内４地区） 

 ・ 講習会を受講した生徒は、各学校の自転車安全利用指導員の補助員として活動 

 ・ 「高校生の交通安全教育推進校」を２校に委嘱し、自転車マナーアップを中心とした交通安全教育を推進 

  また、各県立学校の高校１年生に対して、自転車安全運転講習会を４月に実施し、交通社会の一員としての責任を自 

 覚させ、将来にわたる事故防止に努める。 

 

○ 児童生徒のための安心・安全事業のうち 

 ●高校生自動二輪車等交通事故防止対策プロジェクト （１，０８０千円） （担当：保健体育課） 【２】 

    自動二輪車等の運転免許を取得し、運転する高校生や、免許取得を希望する高校生を対象に実技・講義・救急救 

 命法の講習を実施する。 

 ●地域ぐるみの学校安全体制整備推進プロジェクト （５９６千円） （担当：保健体育課） 【５】 

  県内の公立小学校にスクールガード・リーダーを配置し、スクールガードの指導・育成や見守り活動等を行う。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策 20 子供たちの安心・安全の確保 

【１】学校における耐震化の推進 

【２】安全教育の推進 
【３】学校と教職員の危機管理能力の向上 
【４】自然災害から児童生徒の命を守る防災体制の強化 
【５】家庭、地域と連携した防犯・交通安全教育の推進 

＊が付された予算額は会計年度任用職員給与費を含んでいます。 

― 26 ―



 

 
 
 
 
 
 
 

○ 県立学校校舎の大規模改修費（エレベーター設置等を含む。） （２，９１６，０２９千円） 

                                  （担当：財務課、高校教育指導課） 【１】 

  建築後概ね30年を経過する校舎を対象に大規模な改修工事を実施する。また、高校のエレベーターの設置や特別支援 

 学校の老朽化した空調設備を計画的に更新し、安全で快適な学習環境の整備を図る。 

 ・ 大規模改修      設計４校 工事９校 

 ・ エレベーター設置   既存不適格設計４校 

              エレベーター設置設計４校 エレベーター設置工事４校 

 ・ 特別支援学校空調改修 設計２校 

 
○ 県立学校体育館整備費 （４９６，０４５千円） （担当：財務課） 【１】 

  建築後概ね30年を経過した体育館を対象に、大規模な改修工事を実施する。また、水銀灯が設置されている体育館の

照明設備について、調光機能付照明へ計画的に更新する。 

 ・ 体育館改修 設計３校 工事２校  

 ・ 調光機能付照明設備更新工事５校 

 

○ 快適ハイスクール施設整備費 （４，２２８，４３７千円） （担当：財務課） 【１】 

  大規模改修までの中間改修として、県立学校建物の屋上防水改修、外壁改修、設備改修、トイレ改修を実施する。特

に、トイレについては、単独での改修を実施し、トイレの洋式化の加速化を図る。また、多目的トイレやスロープ、手

すり等を整備し、バリアフリー化を推進する。 

 ・ 中間改修     設計２校 工事４校 

 ・ トイレ改修    設計６校 工事 22校 

 

○ 教育環境整備基金積立金 （３４，６２４千円） （担当：財務課） 【１】 

  特色ある学校教育の推進を図るため、埼玉県教育環境整備基金を活用し、県立学校の教育環境の整備や充実に要する

経費の財源に充てる。 

 

○ 「教育の情報化」基盤整備費 （２，４２２，０９４千円）（担当：ＩＣＴ教育推進課、高校教育指導課） 【３】 

  県立学校におけるＩＣＴ環境を整備する。 

 ・ 校務支援システムの保守・管理（再掲） 

 ・ 教員用コンピュータの保守・管理 

 ・ 生徒用コンピュータの保守・管理 

 ・ 学校間ネットワーク等の保守・管理 

 ・ ＩＣＴ活用支援体制の整備 

 

○ 障害のある子供たちの超スマート社会を生き抜く力を育むＩＣＴ環境整備事業 （１２５，４８１千円） 

                             （担当：ＩＣＴ教育推進課、特別支援教育課） 【３】 

  個別最適化された学びを実現するため、県立特別支援学校におけるＩＣＴ環境を整備する。 

 

○ 特別支援学校教育設備整備事業 （４６，９５０千円）  （担当：ＩＣＴ教育推進課、特別支援教育課） 【３】 

県立特別支援学校において、多様な児童生徒に対応できる教育内容や就労支援・職業教育の充実を図るため、コン

ピュータ教室を整備する。 
 

○ 埼玉県国公立高等学校等奨学のための給付金事業 【４】 （施策 15参照） 

 

○ 埼玉県高等学校等奨学金事業 【４】 （施策 15参照） 

 

 

 

 

 

 

施策 21 学習環境の整備・充実 

【１】県立学校施設の整備推進 重点項目８-① 

【２】県立学校図書館の資料や教材の整備・充実 
【３】県立学校のＩＣＴ環境の整備（一部再掲） 
【４】修学に対する支援（一部再掲） 

＊が付された予算額は会計年度任用職員給与費を含んでいます。 
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○ 家庭教育支援推進事業 （２，９０１千円） （担当：生涯学習推進課） 【１】 

  家庭の教育力の向上を図るため、中学生・高校生を対象とした「親になるための学習」及び親を対象とした「親が

親として育ち、力をつけるための学習」を推進する。また、子育て中の親を支援する「埼玉県家庭教育アドバイザー」

の養成等を通じて、家庭教育支援の充実を図る。 

 ⑴ 「埼玉県家庭教育アドバイザー」の養成及び資質の向上 

  ・ 「埼玉県家庭教育アドバイザー」養成研修（全８日間） 

  ・ 「埼玉県家庭教育アドバイザー」フォローアップ研修（全体研修会２回、地区別研修会２回） 

  ・ 「親の学習」プログラム集活用実践研修（全８回）             

 ⑵ 「埼玉県家庭教育アドバイザー」の派遣                                                                     

  市町村や学校等が実施する「親の学習」講座や家庭教育学級などに、ファシリテーターとして「埼玉県家庭教育ア

ドバイザー」を派遣する。 

 ⑶ 家庭における学習支援 

  保護者を対象とした「埼玉県家庭学習支援プログラム集」を活用した「親の学習」講座等のファシリテーターと

なる「埼玉県家庭学習アドバイザー」を養成、派遣し、子供たちの学習意欲の向上や家庭における学習習慣の定着

を図る。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○ 彩の国教育の日推進事業 （３９０千円） （担当：生涯学習推進課） 【１】 

  11 月１日の「彩の国教育の日」及び 11月１日から７日までの「彩の国教育週間」を契機に、教育に対する県民の理

解と関心を一層深めるとともに、学校・家庭・地域社会が一体となって教育に関する取組を推進する。 

 ・ 「埼玉・教育ふれあい賞」の表彰                   

 ・ ホームページを活用した優良事例の情報発信                             

 ・ 市町村、学校、各種団体、家庭等への広報活動・協力依頼 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策 23 家庭教育支援体制の充実 

【１】「親の学習」の推進 

【２】親子のふれあいへの支援 
【３】幼稚園・保育所・認定こども園などを活用した子育て支援の充実（再掲） 
【４】子育ての目安「３つのめばえ」の活用促進 
【５】仕事と子育てを両立できる多様な働き方の促進 

＊が付された予算額は会計年度任用職員給与費を含んでいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策 24 地域と連携・協働した教育の推進 

【１】「彩の国教育の日」の推進 
【２】地域の人的・物的資源を活用した学びの充実 重点項目９-① 
【３】地域学校協働活動の推進 
【４】「学校応援団」の活動の充実 
【５】コミュニティ・スクールの設置推進とその充実（再掲） 
【６】外国人親子への支援と地域住民とのつながりづくり 重点項目９-② 
【７】「放課後子供教室」への支援 
【８】ＰＴＡなどの活動への支援 
【９】青少年健全育成活動の促進 
【10】青少年を有害環境から守るための取組の推進（再掲） 

＊が付された予算額は会計年度任用職員給与費を含んでいます。 
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○ 越境×探究！未来共創プロジェクト 【２】【３】 （施策 26参照） 

 

○ 学校応援団推進事業 （１２，５８５千円） （担当：生涯学習推進課） 【４】 

  学校の教育活動の活性化と家庭・地域の教育力の向上を図るため、市町村における、学校の学習活動・環境整備・安

心安全の確保・部活動等の支援を行う「学校応援団」の活動を推進し、学校・家庭・地域が一体となって、子供たちの健

やかな育成を図る。 

 ⑴ 「学校応援団」の組織の整備・充実 

  ・ 市町村の取組に対する支援、県推進委員会の設置 

  ・ 地区別担当者会議の開催 

 ⑵ 「学校応援団」の活動の活性化                       

  コーディネーター研修等の実施、地域学校協働活動推進に関する研究委

嘱、ホームページを活用した優良事例の周知、地域学校協働活動推進フォ

ーラムの開催 

                        

○ コミュニティ・スクールディレクター配置支援事業 【５】 （施策 18参照） 

 

○ 地域に開かれた学校づくり推進事業 【５】 （施策 18参照）  

 

○ 「外国人親子への支援と地域住民とのつながりづくり」モデル事業 （２，６１６千円） 

                                      （担当：生涯学習推進課） 【６】 

  地域の関係機関と連携して、外国人児童生徒とその保護者への支援と地域住民との交流を行う仕組みを構築するモ

デル事業を実施する。 

 
○ 放課後子供教室推進事業 （２３７，８４０千円） （担当：生涯学習推進課、義務教育指導課） 【７】 

  子供たちが、地域社会の中で心豊かで健やかに育まれる環境づくりを推進するため、安心・安全な居場所を確保する

とともに、土曜日に地域の多様な人材を活用した学習等のプログラムを企画・実施する取組を支援する。 

  また、学習が遅れがちな中学生等を対象に、地域と学校の連携・協働による学習支援を行う市町村を支援する。 
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○ 「外国人親子への支援と地域住民とのつながりづくり」モデル事業 【４】 （施策 24参照）  

 

○ 青少年げんき・いきいき体験活動事業 （６５５千円） （担当：生涯学習推進課） 【５】 

  青少年が、げんきプラザの特色を生かした様々な体験活動事業に参加し、異年齢の子供や地域の大人、ボランティア

など多くの人々と交流することにより、豊かな人間性や社会性、自立心などたくましく生きる力を培い、豊かな感性を

育む。 

⑴ 体験活動推進協議会の設置 

  体験活動推進協議会を設置し、学校における体験活動の推進に向けた課題や取組について協議し、各学校への普 

及を図る。 

⑵ げんきプラザにおいて、現代的社会課題に対応する体験活動プログラムを提供する。  

・いきいき体験活動事業 

〔対象〕小・中学校等、特別支援学校（学級）の児童生徒と家族 

・わくわく未来事業         

〔対象〕登校に不安を抱える児童生徒 

・のびのびチャレンジ事業 

〔対象〕経済的に困難な家庭の児童生徒 

 

○ 障害者の生涯を通じた多様な学習活動推進事業 【７】 （施策 13参照） 

 

○ 県立図書館サービス充実・強化推進事業 （４，１８１千円） （担当：生涯学習推進課） 【８】 

  オンラインデータベースの整備や資料の収集により、県民の課題解決支援のための重要なサービスであるビジネス

支援サービスや健康・医療情報サービスの充実・強化を図る。 

 

○ 新県立図書館整備検討事業 （１０，２０８千円） （担当：生涯学習推進課） 【９】 

  少子高齢化やデジタル化の進展など、社会の大きな変化を踏まえ、時代の要請に応じた新たな県立図書館の在り方 

 や機能の検討を行い、基本構想を策定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策 25 学びを支える環境の整備 

【１】「子ども大学」の充実に向けた支援 

【２】多様な学習機会の提供 
【３】人生１００年時代に対応した学び直しの在り方の検討 
【４】外国人親子への支援と地域住民とのつながりづくり（再掲） 重点項目９-② 
【５】げんきプラザを活用した体験活動の充実 
【６】地域学習の推進を支える人づくり 
【７】障害者の生涯を通じた学びの支援 
【８】県立図書館における県民のチャレンジ支援の充実 
【９】新しい県立図書館の検討・推進 重点項目９-③ 

＊が付された予算額は会計年度任用職員給与費を含んでいます。 
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○ 生涯学習情報の発信  （担当：生涯学習推進課） 【１】 

  県民の学びの成果を生かす活動を支援するため、生涯学習情報発信サイト「生涯学習ステーション」により、指導者

やイベント、講座に関する情報を提供する。 

 

○ 越境×探究！未来共創プロジェクト （４９５千円） （担当：生涯学習推進課） 【４】 

  地域や社会の人的・物的資源を活用した実社会からの学びを充実するとともに、学んだことを実社会で生かす取組を 

 推進する。 

 ・ 教職員が企業やＮＰＯなどとともに課題解決の方法を学び実践を行う。 

 ・ 学校教育に活用できる地域資源（企業、ＮＰＯ、市町村等）の発掘とマッチングを行い、教育プログラムを作成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策 26 学びの成果の活用の促進 

【１】学びの成果の活用の支援 

【２】「子ども大学」における学びの成果の活用 
【３】社会教育関係団体等をつなぐネットワークづくり 
【４】学びを活用した地域課題解決への支援 重点項目９-① 

＊が付された予算額は会計年度任用職員給与費を含んでいます。 
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○ 埼玉県芸術文化祭の開催 （８，７８２千円） （担当：文化資源課） 【１】 

 ⑴ 地域文化事業 

  市町村や文化団体との共催により、地域における伝統文化の継承や文化活動の 

 発表機会の提供及び文化活動の鑑賞・体験・交流機会の拡充を目的として、地域 

 に根ざした文化事業を開催する。 

 ・ 伝統芸能、音楽コンサート、美術展覧会など県内各地で開催                            

 ・ 開催時期 令和４年８月～12月 

 

⑵ 第 70 回記念埼玉県美術展覧会（通称：県展） 

  県民が創作した美術作品を発表する場として、県立近代美術館で開催する。 

 ・ 日本画、洋画、彫刻、工芸、書、写真の６部門の作品を公募 

 ・ 開催期間 令和４年６月１日（水）～６月 23日（木） 

 

⑶ 芸術文化ふれあい事業 

  文化団体の専門家を学校や公民館などに派遣し、公演や実技指導を行う。 

 ・ 音楽、美術、舞踊、演劇・演芸、文芸、生活文化、国際交流の７分野   

 ・ 実施期間 令和４年４月～令和５年３月 

 

⑷ 協賛事業 

  埼玉県芸術文化祭の趣旨に賛同して行われる各種芸術文化事業を県芸術文化祭の関連事業として承認する。 

 ・ 実施期間 令和４年４月～12月 

 

○ 障害者の生涯を通じた多様な学習活動推進事業 【３】 （施策 13参照） 

  

○ 県立博物館・美術館等における教育・普及事業  （担当：文化資源課） 【４】 

  近代美術館において、学校との連携事業や、作品鑑賞をもとにしたワークショップ・講座などを実施する。また、歴

史と民俗の博物館をはじめとする全ての県立博物館等において、学校との連携事業や地域資源を活用した体験プログラ

ムなどを実施する。 

 

 

 

 

        

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

施策 27 文化芸術活動の充実 

【１】文化芸術活動への参加の促進 

【２】子供たちの文化芸術活動の充実 
【３】障害者の文化芸術活動の支援 
【４】県立美術館などにおける活動の充実 重点項目 10-② 
【５】オリンピック・パラリンピックなどの開催を契機とした文化芸術活動の振興 

＊が付された予算額は会計年度任用職員給与費を含んでいます。 
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○ 文化遺産調査活用事業 （３，０４４千円＊） （担当：文化資源課） 【１】【３】 

  埼玉の歴史文化を再発見し、埼玉の魅力を世界に発信するため、潜在的な歴史文化遺産を新たに掘り起こすための学

術調査を実施するほか、文化財保存活用地域計画を策定する市町村に対して支援を行う。 

 ・ 無形民俗文化財調査：「巡り・廻りの民俗行事」の調査 

 ・ 自然遺産調査：入間川本流域を中心とした「入間川流域自然遺産」の調査 

 ・ 歴史遺産調査：江戸時代に編纂された「新編武蔵風土記稿」に係る文化財の調査 

 ・ 地域の文化財保存活用に係る市町村の取組への支援：文化財保存活用地域計画を作成した他県市町村の事例調査 

  や市町村担当者向けの研修会開催、文化財保存活用地域計画作成中の市町村に対する助言等 

 ・ 博物館・美術館等を活用した子供パワーアップ事業：児童生徒が実感的に学びながら、文化・文化財の価値を理解 

  し、郷土に愛着を持つことができるよう、博物館・美術館等と学校との連携を支援 

 

○ 文化財保護事業補助 （１１６，５１１千円） （担当：文化資源課） 【１】 

  文化財の所有者・管理者等が行う文化財の保存事業に対し補助金を交付し、指定文化財の適切な管理を図る。 

 ・ 国指定文化財、県指定文化財の保存事業に対する補助金の交付 

 ・ 埋蔵文化財包蔵地内で行われる建設工事に先立ち、市町村が実施する試し掘り等の調査に対する補助金の交付 

 ・ 県指定無形民俗文化財の後継者養成を目的とした事業に対する補助金の交付 

 ・ 国指定文化財、県指定文化財の防災設備整備及び災害復旧など緊急対応等に対する補助金の交付 

 
○ 特別史跡埼玉古墳群保存活用事業 （１５，９６２千円＊） （担当：文化資源課） 【１】 

  本県を代表する文化遺産であり、学術上の価値が特に高く我が国文化の象徴である

特別史跡に指定されている埼玉古墳群は、大型古墳９基を中心とする東日本屈指の古

墳群である。この埼玉古墳群の恒久的な保存を図るとともに、その価値を顕在化させ、

広く県民に公開するために必要な整備を行う。                             

 ・ 保存整備協議会の開催 

 ・ 二子山古墳発掘調査報告書の刊行 

 ・ 案内・解説板の整備 

 ・ 奥の山古墳・丸墓山古墳整備報告書の刊行 

 
○ 埋蔵文化財保存活用事業 （５１，５６４千円） （担当：文化資源課） 【１】 

  県が収蔵する出土文化財の整理・保存を推進し、埋蔵文化財保護思想の啓発を図る。 

 ・ 埼玉県文化財収蔵施設の活用 

 ・ 出土文化財の整理・保存処理を継続的に実施するとともに、学術研究のほか、学校教育及び社会教育の場で活用 

  し、生涯学習を推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策 28 伝統文化の保存と持続的な活用 

【１】伝統文化の保存・活用・価値の再評価 重点項目 10-① 

【２】伝統文化の魅力発信と学ぶ機会の充実 重点項目 10-② 
【３】市町村の取組への支援 

＊が付された予算額は会計年度任用職員給与費を含んでいます。 
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○ 県立博物館・美術館等における活動の充実 （担当：文化資源課） 【２】 

 ⑴ 歴史と民俗の博物館～ 埼玉の｢いま｣と｢むかし｣を体験する人文系総合博物館 ～ 

埼玉の歴史と民俗に関する地域的特性を明らかにし、その成果を展示公開・情報発信す

るとともに、子供たちの感性を育む体験的事業を行う。 

 

 

 企画展・特別展 期 間 内 容 

企画展「埼玉武術英名録」 
R4.3.19 

    ～ 5.8 

剣術、柔術を中心とする、埼玉県ゆかりの武術諸流派や歴史上に名を残

した武芸者などを紹介する。 

「発掘された日本列島 2022」 
R4.6.11  

   ～ 7.18 

全国で行われている多くの発掘調査のうち、近年特に注目された成果

を公開する全国巡回展。文化庁と共催。 

企画展「銘仙」 
R4.10.15 

  ～ 12.4 

県内では秩父地域が産地として有名な絹の着物銘仙。 

当館所蔵の銘仙コレクションを中心に紹介する。 

 
⑵ 史跡の博物館～ 大地に刻まれたいにしえのロマンを再発見する史跡系博物館 ～ 

  特別史跡「埼玉古墳群」・国指定史跡「比企城館跡群（菅谷館跡）」に位置する史跡系博物

館として、県内の遺跡から出土した遺物の展示や様々な体験学習を通して郷土の歴史に関する

理解を深める事業を行う。 

 

 

 企画展・特別展 期 間 内 容 

埼玉の考古おひろめ展 

「地中からのメッセージ」 

R4.7.16 

  ～ 9.4 

近年発掘調査された遺跡から出土した資料や、新指定資料、話題となっ

た遺跡や資料などを公開する。      （さきたま史跡の博物館） 

企画展「武蔵武士と源氏－鎌倉殿

誕生の時代」 

R4.10.1 

 ～ 11.14 

畠山重忠や比企氏を中心に、鎌倉と本拠にかかわる出土品や歴史資料

から彼らの足跡を辿り、「鎌倉殿」誕生の時代を紹介する。  

                      （嵐山史跡の博物館） 

企画展「家形埴輪の世界（仮）」 
R4.10.8 

   ～ 11.27 

県内及び近県出土の家形埴輪を展示し、その変遷や意義について考え

る。また、住居跡や出土した建築材などから、古墳時代の住まいを探る。         

                    （さきたま史跡の博物館）  

 

 ⑶ 自然と川の博物館～ 自然と人々との共生を創出する自然系総合博物館 ～ 

  県内唯一の自然と環境分野を主題とした博物館として、恵まれた立地条件を活か

し、自然と環境をキーワードとした体験を通じて楽しく学べる事業を行う。 

 

 

 企画展・特別展 期 間 内 容 

企画展「生きものの名前」 
R4.3.12 

～ 6.19 

和名、学名、地方名など自然界に見られるものには色々な名前が付けら

れている。本展示では当館が扱う資料を中心に名前の付き方やルール

などを紹介する。                  （自然の博物館） 

企画展「奥秩父の自然」 
R4.7.2 

～ 10.16 

１都 3県に跨る標高 2,000m 級の奥秩父山地。本展示では、奥秩父の岩

石や生息する動植物を紹介する。            （自然の博物館） 

特別展「海なし雪なし火山なし」 
R4.7.9   

 ～ 8.31 

海、根雪、火山など、埼玉に「ない」ものに着目し、日ごろ接する機会

の少ない他地域の自然について知る機会を提供するとともに、他地域

との比較によって改めて埼玉の自然の特徴を明らかにし、埼玉の風土

や文化について考える。 （企画：自然の博物館、実施：川の博物館） 

特別展「The 蛇紋岩」 
R4.10.29  

 ～ R5.2.26 

蛇紋岩は、美しい濃緑色と独特の手触りの岩肌を有し、埼玉県産のもの

は国会議事堂の石材としても利用されている美しい石である。蛇紋岩

の地質学的特徴や、蛇紋岩とともに産出する鉱物、石材としての利用を

紹介する。                    （自然の博物館） 

企画展「自然の色と模様」 
R5.3.11 

   ～6.18 

自然界に見られる様々な「色」や「模様」に焦点を当て、その多様性や

役割について紹介する。                 （自然の博物館） 
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 ⑷ 近代美術館～ 埼玉と世界を結ぶ新たな美術との出会いがある美術館 ～ 
  埼玉を核としながら、県内外の優れた美術作品を収集、展示するとともに、

独自のテーマによる密度の高い企画展を開催する。また、美術への理解と関心

を高め、創造の喜びを体験する各種の普及事業を行う。 

 

 

 

 

 企画展・特別展 期 間 内 容 
開館 40周年記念展：扉は開いてい

るか－美術館とコレクション

1982─2022  

R4.2.5 

〜 5.15 

1982 年 11 月 3日に開館し、2022 年に開館 40周年を迎える当館の活動

を、収蔵作品や資料によって振り返るコレクション展。  

田中保とその時代（仮称） 
R4.7.16 

～ 10.2 

田中保（1886-1941）は岩槻に生まれ、18歳でシアトルに渡り画家の活

動を始め、1920 年にパリに移住すると肖像画や裸婦像を中心に自らの

芸術を開花させた。当館所蔵の作品を核にしながら、田中の画業を振り

返る。 

桃源郷通行許可証 
R4.10.22 

 ～ R5.1.29 

芸術に触れることは、私たちが今立つ現在地から遠く離れた時間や空

間を経験することでもある。本展では、現在活躍中の作家の作品と当館

のコレクションとが出会う新たな空間の創出を試みる。 

戸谷成雄 
R5.2.25 

～ 5.14 

県内在住の戸谷成雄（1947-）は 70 年代から彫刻家として活動を始め、

戦後の日本美術における彫刻表現を牽引してきた。本展では初期作品

や「森」シリーズなどの代表作を紹介し、活動の全貌を振り返る。 

 

 ⑸ 文書館～ 郷土の歴史と記録を伝える埼玉の“ふみくら”～ 

  埼玉に関する歴史的・文化的に価値のある記録資料を収集し、県民共有の財産として保存するとともに、これら

を活用して教育、学術及び文化の発展に寄与するため、展示や講座などの事業を行う。 

 企画展 期 間 内 容 

夏季展示「地図と遊ぼう」(仮) 
R4.7.1 

 ～ 9.4 

子供向けに、夏休み展示として文書館が収蔵する特筆すべき地図や絵

図などを紹介する。 

秋季展示「埼玉の中世文書」(仮) 
R4.9.20 

 ～ 11.20 

鎌倉殿のその後の時代における東国武士の姿を、主に室町時代から戦

国時代にかけて、文書館が収蔵する中世文書から紹介する。また、期間

中に、鎌倉時代の文書を含む「安保文書」の全点公開を行う。 

冬季展示 国指定重要文化財埼玉

県行政文書公開「感染症と対策の

歴史」(仮) 

R4.12.13  

 ～ R5.2.12 

過去から現代までの医療や疫病の歴史について、国指定重要文化財埼

玉県行政文書や古文書などから紹介する。 

春季展示「新収集公開文書展 古

沢家文書」(仮) 

R5.3.7   

 ～ 5.7 

令和２年度と３年度に古沢家文書目録(１)(２)が刊行されたことに伴

い、大里郡大麻生村（現熊谷市）に所在した古沢家の政治、商業・金融、

地域の産業に関する文書、公私に渡る書状などを紹介する。 

 

⑹ さいたま文学館～ 県民の文学活動の拠点となり、文学を通して埼玉を発見する文学館 ～ 

  本県にゆかりのある文学者の作品や関連資料を収集・保存・調査研究し、常設展・企画展での展示や図書室での閲

覧などにより文学の振興を図るとともに、県民が文学活動に参加する機会を提供する。 

 企画展 期 間 内 容 

企画展「埼玉妖怪見聞録」 
R4.4.27 

      ～ 6.5 

江戸時代の文献や県内で語り継がれている伝説などを素材に県内で見

聞されたさまざまな妖怪を紹介する。妖怪を題材にしたゆかりの文学

者の作品や館蔵「安藤鶴夫コレクション」の妖怪玩具なども展示する。 

巡回展「〝もっと〟変な話をした

い。－異界への招待 第 28 回萩原

朔太郎賞受賞者マーサ・ナカムラ

展」 

R4.7.16 

 ～ 8.28 

埼玉県出身で現在活躍中の新進気鋭の詩人である、マーサ・ナカムラを

取り上げ、2021年に水と緑と詩のまち前橋文学館で開催した展覧会の

巡回展を本県で初めて開催し、詩人の世界を紹介する。 

開館25周年記念特別展「永井荷風」 
R4.9.17  

 ～ 11.27 

さいたま文学館の永井荷風関連所蔵資料は、質、量ともに全国随一を誇

る。開館25周年を記念して、日本近代文学に燦然と輝き、数々の文豪に

影響を及ぼした永井荷風の事績を紹介する。 

企画展「金田一耕助さん、埼玉で事

件ですよ！」 

R5.1.21   

 ～ 3.12 

「金田一耕助シリーズ」で知られ、生誕 120 年を迎える推理作家・横溝

正史を取り上げ、昭和 32年の戸田市を舞台とした「貸しボート十三号」

の話を導入とし、77話に及ぶシリーズを事件発生順に紹介する。 

 
○ 博物館、美術館におけるＳＮＳ等による情報発信 （担当：文化資源課） 【２】 

  各館でＳＮＳ等を活用し、企画展やイベント、収蔵品の紹介を行い、博物館、美術館の魅力や埼玉の文化財を 

 より広く伝える。また講座や体験事業の動画を配信することで、多くの県民に学びの機会を提供する。 
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■新しい時代に求められる資質・能力の育成 

事 業 名 （取 組） 担当課 事 業 内 容 （取組の内容） 

優良図書の推奨 県民生活部 
青少年課 

県民や出版社から応募のあった本の中から、青少年の健全育成に

特に優良と認められる図書を埼玉県青少年健全育成審議会への

諮問を経て推奨する。 

■伝統と文化を尊重しグローバル化に対応する教育の推進 

事 業 名 （取 組） 担当課 事 業 内 容 （取組の内容） 
私立学校運営費補助のうち特色教育

促進加算分 （２０７，４５０千円） 
総務部 
学事課 

海外留学の促進や特色ある英語教育などグローバル人材の育成に資

する特色ある教育を行う学校に対して補助を加算配分する。 

■技術革新に対応する教育の推進 

事 業 名 （取 組） 担当課 事 業 内 容 （取組の内容） 
私立学校ＩＣＴ教育環境整備事業補

助      （１２７，２０７千円） 
総務部 
学事課 ＩＣＴ教育環境の整備を行う私立学校に対して補助を行う。 

ものづくり体験教室の実施 
          （１０７千円） 

産業労働部 
産業支援課 

子供たちがものづくりの楽しさや重要性を体験することにより、将来

の産業を担う人材を育成する。 

■人格形成の基礎を培う幼児教育の推進 

事 業 名 （取 組） 担当課 事 業 内 容 （取組の内容） 
保育士等に対する研修の実施 
         （３，４４３千円） 

福祉部 
少子政策課 

保育所保育指針等の趣旨を踏まえ、保育士等の専門性を高めるための

研修を実施する。 
認定こども園の整備支援  
    （１，０００，０００千円） 

福祉部 
少子政策課 

幼稚園や保育所などの機能を備えた認定こども園を整備するための

経費に対して補助を行う。 

 

  

■豊かな心を育む教育の推進 

事 業 名 （取 組） 担当課 事 業 内 容 （取組の内容） 
見えないチカラを伸ばし夢をつかむ

リアル体験事業費（４，９８１千円） 
県民生活部 
青少年課 

小学生を対象に、本県ゆかりのプロフェッショナルによるリアルな職

業体験を提供する。 
彩の国ボランティア体験プログラム

事業     （１４，８９６千円） 
福祉部 

社会福祉課 
ともに支え合う地域づくりを目指し、小・中学生、高校生が気軽にボ

ランティア活動に参加できる機会を提供する。 

学校ファームの支援  農林部 
農業ビジネス支援課 

植え付けから収穫までの農業体験活動を行う学校ファームの取組を

支援し、食育や体験活動を通じた児童生徒の生きる力を育む。 

■いじめ防止対策の推進と生徒指導の充実 

事 業 名 （取 組） 担当課 事 業 内 容 （取組の内容） 

スクール・サポーターによる学校支援 警察本部 
少年課 

非行が深刻化した中学校からの要請に基づいて派遣し、学校や教育委

員会等と連携して、生徒の健全育成と学校の正常化へ向けた支援を行

う。 
非行防止教室におけるインターネッ

トセキュリティ教室の実施 
警察本部 
少年課 

非行防止指導班「あおぞら」が実施する非行防止教室において、イン

ターネットセキュリティ教室を実施する。 
関係団体と連携した非行少年に対す

る立ち直り支援 
警察本部 
少年課 

少年やその保護者に対する各種体験活動や親子カウンセリングを実

施する。 

― 36 ―



 

生徒指導関係会議等の実施 総務部 
学事課 

埼玉県私立中学高等学校協会や教育局生徒指導課等と連携し、各種研

修会や高等学校生徒指導委員会等への参加を各私立高校へ促す。 

いじめ撲滅キャンペーンの実施 県民生活部 
青少年課 

いじめ撲滅・青少年健全育成合同キャンペーンを開催し、街頭におい

ていじめ撲滅の呼びかけ等を実施する。 
青少年のインターネット適正利用推

進事業     （８，０８０千円） 
県民生活部 
青少年課 

インターネットの危険性や保護者の役割について啓発するネットア

ドバイザーを小学校等に派遣し、安全・安心な環境づくりを推進する。 
青少年セカンドチャンスの場づくり

事業      （４，１８１千円） 
県民生活部 
青少年課 

企業や民間団体の協力による就労・ボランティア体験等を通じた非行

少年等の立ち直りを支援する。 

 

 

■健康の保持増進 

事 業 名 （取 組） 担当課 事 業 内 容 （取組の内容） 
ウェルカムベイビープロジェクト 
（普及啓発）  （９，１４３千円） 

保健医療部 
健康長寿課 若い世代に対し妊娠・不妊に関する正しい知識の普及啓発を行う。 

思春期保健事業 
        （１，０８０千円） 

保健医療部 
健康長寿課 

思春期の子どもたちとその関係者に対する正しい知識の普及を行う

ことにより、母性の健全育成と健康の増進を図る。 
食育推進事業 
        （３，３７９千円） 

保健医療部 
健康長寿課 

県における食育の推進方策について検討会議を開催し、県食育推進計

画の推進、関係団体等との連携体制を整備する。 

薬物乱用防止対策推進指導事業 
       （１１，３３７千円） 

保健医療部 
薬務課 

薬物乱用のない社会をつくるため、青少年を中心とした一般県民に対

して薬物の危険性を啓発するとともに薬物相談等を実施する。また、

危険ドラッグを撲滅するため、関係機関と連携して指導取締りを行う

とともに効果的な啓発により乱用や事故発生の未然防止を図る。 

 

 

■キャリア教育・職業教育の推進 

事 業 名 （取 組） 担当課 事 業 内 容 （取組の内容） 
埼玉県立大学運営費の交付 
    （１，９５１，２４９千円） 

保健医療部 
保健医療政策課 

保健、医療、福祉の分野に関する高度で専門的な知識及び技術を有す

る人材を育成する。 
高等技術専門校訓練等推進事業 
      （２６６，４８１千円）   

産業労働部 
産業人材育成課 

新規学卒者や求職者の就労を支援するため、高等技術専門校（６校１

分校）において職業訓練を実施する。 
小中学生を対象とした「埼玉しご 

と発見」事業  

       （９，２８８千円） 

産業労働部 

産業人材育成課 

主に中学生を対象に、職業意識やＥＱの向上を図るため、県内企

業と協力し、将来働く上での目標を意識させる動画の制作・発信

をする。 

出前「起業家講座」の実施 

        （５１５千円） 

産業労働部 

産業支援課 

県内の中学校・高等学校を対象に、新たなことにチャレンジする

意欲やリーダーシップ等の起業家精神を育んでもらうため、地域

で活躍する起業家を派遣し講演会を開催する。 

■主体的に社会の形成に参画する力の育成 

事 業 名 （取 組） 担当課 事 業 内 容 （取組の内容） 

選挙啓発出前講座  

          （５９９千円） 

企画財政部 

市町村課 

県内の小・中学校、高等学校等を対象に選挙制度や投票の大切さを学

習してもらうために体験型の講座を実施する。 

小中学生向け選挙啓発リーフレット

の活用 

企画財政部 

市町村課 

小学校６年生及び中学校３年生を対象とした選挙啓発リーフレット

のデータをＨＰで公開し、社会科などの授業で活用する。 

租税教室の開催 
総務部 
税務課 

国、県、市町村の職員や税理士等が、小・中学生、高校生及び大学生
等を対象に租税の意義や役割について講義を行う。 

租税教育用副教材の作成 
       （１，８６８千円） 

総務部 
税務課 

小学６年生及び中学３年生を対象にした、租税教育用副教材を浦
和税務署と共同で作成し租税教室や社会科等の授業で活用する。 
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消費者啓発事業 
        （２，７４９千円） 

県民生活部 
消費生活課 

消費者トラブルを未然に防止し、消費者が主体的・積極的に判断して
安全で安心な生活が送れるよう支援する。 

環境学習推進事業 
          （７３３千円） 

環境部 
環境政策課 

環境問題に関する専門的な知識・経験を持つ人材の活用及び企業の持
つ環境保全のノウハウ等を生かした環境学習支援を実施する。 

地球にいいことグリーンチャレンジ
事業費     （８，６７９千円） 

環境部 
環境政策課 

次世代を担う子供たちが地域で取り組む環境保全活動への支援を行
う。 

エコライフ DAY 及びエコライフ WEEK
の推進 

 

環境部 
温暖化対策課 

県内の小・中学校、高等学校等を対象に、簡単なチェックシートを使
って環境に配慮した生活への転換を促すエコライフ DAY への参加を
促進する。また、エコライフの更なる定着を図るため、週単位での取
組を促すエコライフWEEKを実施する。 

児童等への効果的な環境教育推進事業      
環境部 

温暖化対策課 
地球温暖化について漫画で学べる小学校高学年向けの副読本の活用
を促進する。 

環境科学国際センターにおける環境 
学習事業    （３２,１８２千円） 

環境部 
環境科学国際 
センター 

楽しみながら環境問題を理解し、環境にやさしい行動の実践に結びつ
けてもらうため、体感型展示館等の施設への見学受入れや各種公開講
座開催により環境学習機会を提供する。 

計画献血者確保対策事業  
        （５，５８４千円） 

保健医療部 
薬務課 

将来の献血の担い手となる若年層の献血者を増やすため、高校生の献
血の推進や小学生以上を対象とした出前講座等を行い、普及啓発を図
る。 

 

 

■障害のある子供への支援・指導の充実 

事 業 名 （取 組） 担当課 事 業 内 容 （取組の内容） 

発達障害総合支援センターの運営  
       （３４，８５６千円） 

福祉部 
障害者福祉推進課 

発達障害総合支援センターを拠点に保育所・幼稚園・小学校、児童発

達支援センターなど地域の支援機関の職員等を対象に、発達障害に早

期に気付き適切な支援ができる人材の育成などを行う。 

■不登校児童生徒・高校中途退学者等への支援 

事 業 名 （取 組） 担当課 事 業 内 容 （取組の内容） 

若者支援協議会運営等事業費 
        （１，６７８千円） 

県民生活部 
青少年課 

社会生活を円滑に営む上で困難を有する若者を支援するため、支援団

体・機関のネットワーク形成、情報共有、スキルアップ研修の実施を

行う。 
若者自立支援センター埼玉運営費（就

業支援事業） （１２，９７１千円） 
産業労働部 
雇用労働課 若者自立支援センター埼玉における職業的自立に向けた支援を行う。 

■経済的に困難な子供への支援 

事 業 名 （取 組） 担当課 事 業 内 容 （取組の内容） 
学習支援事業 
       （７６，７１７千円） 

福祉部 
社会福祉課 

町村の生活困窮世帯及び生活保護世帯の中高生を対象に学習支援を 
実施する。 

学習支援促進事業費 
       （９１，４７０千円） 

福祉部 
社会福祉課 

町村の生活困窮世帯及び生活保護世帯の小学生を対象に、小学生向 
け学習・生活支援事業を行う教室を設置し、運営する。また、小学 
生に対する学習・生活支援事業を実施する市に対し、コーディネー 
ターを派遣し支援する。 

■一人一人の状況に応じた支援 

事 業 名 （取 組） 担当課 事 業 内 容 （取組の内容） 
高校進学ガイダンス事業 
        （１，０８０千円） 

県民生活部 
国際課 

外国人生徒等の高校進学を支援するため、多言語による説明資料の作

成及び進学説明・相談会を開催する。 
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■私学教育の振興 

事 業 名 （取 組） 担当課 事 業 内 容 （取組の内容） 
私立学校運営費補助 
    （３４，３４５，４８６千円） 

総務部 
学事課 

教育条件の維持向上、父母負担の軽減、経営の健全性向上のため、私

立学校の経常的経費に対して補助を行う。 

私立学校父母負担軽減事業補助 
    （２２，１２５，５４３千円） 

総務部 
学事課 

私立学校に通学・通園する生徒・児童・園児の保護者の経済的負担の

軽減を図るため、授業料等に対して補助を行う。 

埼玉県私立高等学校等奨学のための

給付金事業  （６７３，１７８千円） 
総務部 
学事課 

教科書費などの授業料以外の教育費負担を軽減し、私立高校生等の修

学を支援するため、低所得世帯を対象に給付金を支給する。 

 

 

■家庭教育支援体制の充実 

事 業 名 （取 組） 担当課 事 業 内 容 （取組の内容） 

地域子育て支援拠点事業 
    （１，２７９，０８０千円） 

福祉部 
少子政策課 

子育て中の不安感等を緩和するため、子育て中の親子が相互交流や、

育児相談等ができる地域子育て支援拠点の運営費に対して補助を行

う。 

多様な働き方推進事業 
       （３７，２２７千円） 

産業労働部 
多様な働き方推進課 

働き方改革に取り組み、テレワークや短時間勤務制度などライフステ

ージに合わせた働き方を実践している企業を認定し、仕事と子育てを

両立できる職場環境の整備を促進する。 

■地域と連携・協働した教育の推進 

事 業 名 （取 組） 担当課 事 業 内 容 （取組の内容） 

放課後児童クラブ施設整備事業費 
      （３４７，９８４千円） 

福祉部 
少子政策課 

放課後児童クラブの新設整備や改修整備のための経費の一部に対し

て補助を行うとともに、助言等を行う巡回アドバイザーの派遣を行

う。 

 

 

■文化芸術活動の充実 

事 業 名 （取 組） 担当課 事 業 内 容 （取組の内容） 

文化振興基金助成事業 
       （１５，０６８千円） 

県民生活部 
文化振興課 

文化団体の成果発表や子ども・若者を対象とした文化体験事業、伝統

芸能用具の修理・購入、社会課題に関わる文化芸術活動に対して助

成する。 
地域社会を守る和文化の発信と 

継承団体の支援事業 

       （１０，３４６千円） 

県民生活部 
文化振興課 

伝統芸能を中心とした和文化の魅力を発信するイベントを開催

し、ステージの観覧とワークショップによる実体験を提供する。

また、パフォーマンス動画を制作し公開する。 

障害者芸術・文化活動推進費 
       （１６，５６６千円） 

福祉部 
障害者福祉推進課 

障害者アートの取組を広く県民に発信し、また障害のある人の芸術文

化活動の裾野を拡大する取組として、優れた作品の発表、障害者ダン

スチーム「ハンドルズ」公演の開催、芸術各分野のワークショップ等

を実施する。 
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■スポーツ・レクリエーション活動の推進 

事 業 名 （取 組） 担当課 事 業 内 容 （取組の内容） 
スポーツ少年団事業費補助 
       （１０，００１千円） 

県民生活部 
スポーツ振興課 

スポーツ少年団の健全育成を推進するため、スポーツ少年団が主催す

る大会の開催等を支援する。 

総合型地域スポーツクラブ活性化事業    

        （５，３０４千円） 
県民生活部 

スポーツ振興課 

総合型地域スポーツクラブの質的充実に向けた支援をはじめ、県民が

地域において主体的に参画するスポーツ環境を構築するための支援等

を行う。また、登録制度開始にあたり、中間支援組織への支援を行 
う。 

スポーツインライフ推進事業 
        （７，８９８千円） 

県民生活部 
スポーツ振興課 

県民総合スポーツ大会を始めスポーツイベント等の開催を支援する

ことや県民のスポーツに親しむ機会を充実することにより、本県のス

ポーツ・レクリエーション振興を図る。 
ラグビーワールドカップ2019大会レ

ガシー継承事業 
        （３，０００千円） 

県民生活部 
スポーツ振興課 

埼玉県ラグビーフットボール協会や県教育委員会、トップリーグチー

ムなどと連携し、子供世代へのラグビーの普及を推進する。 

東京オリンピック・パラリンピック

レガシーに関すること 
県民生活部 

スポーツ振興課 

東京オリンピック・パラリンピックで高まった県民のスポーツへの関

心や感動を引き継ぎ、県民誰もがスポーツを身近に楽しむことができ

るよう環境づくりを進める。 

埼玉トップスポーツパートナーズ事業     

        （１，８３２千円） 

県民生活部 

スポーツ振興課 

埼玉の貴重な資源であるプロスポーツチーム等と連携して、スポ

ーツ参画人口の拡大と県内プロチーム等を県民全体で応援する

機運の醸成を図るための事業を実施する。 

彩の国ふれあいピック開催事業 
        （８，３２１千円） 

県民生活部 
スポーツ振興課 

障害者の社会参加を目的とした全県的な障害者スポーツ大会を開催

する。春季大会：４～５月 秋季大会：９月、球技大会：10～３月 
パラスポーツが身近になる環境づく

り事業 
        （９，１４４千円） 

県民生活部 
スポーツ振興課 

パラスポーツ体験会や、パラスポーツを支える人材の育成などを通

じ、パラスポーツへの理解と参加の促進を図る。 

■競技スポーツの推進 

事 業 名 （取 組） 担当課 事 業 内 容 （取組の内容） 
競技力向上事業費補助  
       （８２，１１２千円） 

県民生活部 
スポーツ振興課 

国際大会や全国大会で活躍する選手の育成・強化や優秀な指導者の育

成を図る。 
埼玉アスリート無料職業紹介所「埼

玉アスリート就職サポートセンタ

ー」       （１，０５９千円） 

県民生活部 
スポーツ振興課 

国際舞台や国民体育大会等での活躍を目指すアスリートと県内企業

とのマッチングを行う。 

スポーツ大会等開催事業 
       （１０，５００千円） 

県民生活部 
スポーツ振興課 

埼玉県駅伝競走大会や秩父宮杯埼玉県自転車道路競走大会を開催す

るなど、スポーツへの関心と参加意欲を高めるとともに、競技力の向

上を図る。 

スポーツ科学を活用したトップア

スリート輩出事業 

       （３１，８０９千円） 

県民生活部 
スポーツ振興課 

次世代のトップアスリートを輩出するため、運動能力の高い児

童・生徒を発掘し、スポーツ科学の知見を有する専門スタッフが

各年代に応じた支援を行うほか、指導者に対し研修会を実施す

る。 

埼玉パラドリームアスリート事業 
       （１９，０９９千円） 

県民生活部 
スポーツ振興課 

パラリンピック出場が期待される選手や県内競技団体に支援を行い、

本県ゆかりのアスリートを増やすとともにパラスポーツの機運を醸

成させる。 
屋内５０ｍ水泳場及びスポーツ科

学拠点施設整備事業 

     （４９，３２５千円） 

県民生活部 
スポーツ振興課 

アスリートの競技力向上や県民のスポーツ実施率の向上を推進

する拠点として、屋内５０ｍ水泳場及びスポーツ科学拠点施設の

整備に向けた検討を行う。 
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予 算 の 概 要予 算 の 概 要

令和４年度の埼玉県一般会計予算総額は、2兆2,284億5,900万円で、令和３年度と比較すると1,086億円、
5.1％の増となっています。

このうち教育局予算は、総額4,291億4,281万8千円で、一般会計予算総額の19.3％を占めており、令和３年度
対比では、45億3,757万円、1.1％の増となっています。

また、目的別・性質別内訳は、以下のとおりです。

高等学校費

98,377,039

22.9% 

中学校費

82,749,015

19.3% 

小学校費

140,201,403

32.7% 

教育総務費

52,570,169

12.2% 

特別支援学校費
49,657,220 

11.6%

社会教育費
4,316,482

1.0%

令和４年度当初予算令和４年度当初予算

（単位 千円）

目的別内訳

保健体育費
1,271,490

0.3%

性質別内訳

（単位 千円）

18,644 18,657 18,884
19,603 

21,198 
22,285 

4,336 4,354 4,343 4,254 4,246 4,291 

23.3% 23.3% 23.0%
21.7%

20.0% 19.3%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

45.0%

50.0%

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

20,000

22,000

24,000

H29 H30 R1 R2 R3 R4

億円

年度

県予算

教育費全体

教育費

(教育局所管分)

教育費

(知事部局所管分)

教育局予算

対県予算割合

県予算と教育予算の推移（当初予算）県予算と教育予算の推移（当初予算）

給与費
375,647,503

87.5%

投資的経費
18,101,159

4.2%

一般行政費
35,394,156

8.3%

教育費全体
491,781,175

22.1%

教育費（教育局所管）

429,142,818

19.3％

教育費（知事部局所管）

62,638,357

2.8％民生費

19.1％

衛生費

11.2％
警察費

6.7％
土木費

5.5％

総務費

4.1％

商工費

1.8％

農林水産費

1.0％

その他

15.8％

公債費

12.7％

一般会計
2兆2,284億5,900万円
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46.0%

26.4%

18.0%

9.5%   

4,262 人

8,091人

11,905人
合計

45,044人

20,716人

小学校

中学校

高等学校（全・定・通）

特別支援学校

義務教育学校 26人 0.1%

中等教育学校 44人 0.1%

高等学校卒業者
５５，０９８人

中学校卒業者
６１，１７８人

進学者内訳進学者内訳

大学 93.3%

短期大学 6.3%

その他 0.4%

その他の者 4.5%

進学者
60.7%

専修学校等
進学・入学者

22.8%
就職者
12.0%

進学者
99.1%

全日制 92.2%

専修学校等進学・入学者 0.2%

就職者等 0.1%

その他の者 0.6%

定時制 1.6%

通信制 4.9%

特別支援学校 1.1%

高等専門学校 0.2%

学校教育基本データ

県内中学校・高等学校卒業者の進路状況（国・公・私）

中学校等卒業者の進路状況調査、高等学校卒業者の進路状況調査

各年度５月１日現在 学校基本統計

令和３年３月卒業者

公立学校児童生徒数の推移

公立学校教員数

令和３年５月１日現在 学校基本統計

※全日制、定時制、通信制の計

義務教育学校 206人
中等教育学校 479人
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20以下 25 30 35 40 45 50 55 60 65以上

（人）

（歳）

H19年度 2,320人 平均年齢 46.4歳 R元年度 3,247人 平均年齢 41.1歳

0

100

200

300

400

500

20以下 25 30 35 40 45 50 55 60 65以上

（人）

（歳）

H19年度 8,061人 平均年齢 47.0歳 R元年度 7,592人 平均年齢 45.4歳
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200
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20以下 25 30 35 40 45 50 55 60 65以上

（人）

（歳）

H19年度 10,082人 平均年齢 46.7歳 R元年度 10,047人 平均年齢 42.4歳

0

200

400

600

800

1,000

1,200

20以下 25 30 35 40 45 50 55 60 65以上

（人）

（歳）

H19年度 17,999人 平均年齢 46.0歳 R元年度 17,336人 平均年齢 40.1歳

公立学校教員の年齢構成の推移

■小学校

■中学校

■高等学校（全日制・定時制・通信制）

■特別支援学校

各年１０月１日現在 学校教員統計（文部科学省実施）
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重要有形民俗文化財「志木の田子山富士塚」

「歓喜院聖天堂」（熊谷市） 「太刀 銘 景光・景政」（さいたま市） 「短刀 銘 景光」（さいたま市）
「法華経一品経」（ときがわ町） 「武蔵埼玉稲荷山古墳出土品」（行田市）

「和紙：日本の手漉和紙技術」（石州半紙・美濃本紙・細川紙）
「山・鉾・屋台行事」（「秩父祭の屋台行事と神楽」、「川越氷川祭の山車行事」他３１件）

「和装文化の足元を支え続ける足袋蔵のまち行田」

国宝

ユネスコ無形文化遺産

日本遺産

国選定件数（令和４年３月１８日現在）

国・県指定等文化財件数一覧国・県指定等文化財件数一覧
国・県指定等文化財件数（令和４年３月１８日現在）

国登録文化財件数（令和４年３月１８日現在）

選択（令和４年３月１８日現在）

選択無形民俗文

化財
14

記録作成等の措

置を講ずべき無

形の民俗文化財
30

記録作成等の措置を

講ずべき無形の民俗

文化財

国 県

伝統的建造物群

保存地区
1

選定保存技術 4

重要伝統的建造物群

保存地区

選定保存技術

201

1

登録民俗文化財 1

登録記念物 1

登録有形民俗文化財

名勝地関係

登録有形文化財

建造物

歴史資料

種　　別 件　　数 種　　類 件　　数

建造物 28(1) 建造物 57
絵画 9 絵画 40
彫刻 10 彫刻 57
工芸品 15(2) 工芸品 52
書跡・典籍・古文

書
6(1)

書跡・典籍・古文

書
48

考古資料 10(1) 考古資料 73
歴史資料 2 歴史資料 12

無形文化財 3 無形文化財 2
9 有形民俗文化財 26
8 無形民俗文化財 51

22(1) 史跡 106
3 名勝 7

16(4) 天然記念物 86
旧跡 80

合　　　　計 141(10) 697

民俗文化財
重要有形民俗文化財

重要無形民俗文化財

記念物
※（　）内は特別史

跡名勝天然記念物

史跡

名勝

天然記念物

重要無形文化財

国 県

種　　類

有形文化財

※（　）内は国宝

重
要

文
化
財

県内の主な公立社会教育施設数

公民館等 ５１１ 生涯学習センター ５ 図書館 ２７０
博物館 １０２ 青少年教育施設 １７ （令和３年５月１日現在)
公民館等 ５１１ 生涯学習センター ５ 図書館 ２７０
博物館 １０２ 青少年教育施設 １７ （令和３年５月１日現在)

県立総合教育センター、県立図書館（熊谷・久喜）

県立歴史と民俗の博物館、県立史跡の博物館（さきたま・嵐山）

県立近代美術館

県立自然と川の博物館（自然の博物館・川の博物館* ）
県立文書館、さいたま文学館*
県立げんきプラザ（長瀞*・加須・小川*・神川*・名栗*・大滝）

（*は指定管理者による管理）

県立学校 高等学校 １３９校 中学校 １校
特別支援学校 ４６校（分校９を含む）

市町村立学校 小学校 ８００校
中学校 ４１４校（分校２を含む）
義務教育学校 １校 幼稚園４１園
中等教育学校 １校 幼保連携型
特別支援学校 ４校 認定こども園 ２園
高等学校 ５校 （令和４年４月１日現在)

県立総合教育センター、県立図書館（熊谷・久喜）

県立歴史と民俗の博物館、県立史跡の博物館（さきたま・嵐山）

県立近代美術館

県立自然と川の博物館（自然の博物館・川の博物館* ）
県立文書館、さいたま文学館*
県立げんきプラザ（長瀞*・加須・小川*・神川*・名栗*・大滝）

（*は指定管理者による管理）

県立学校 高等学校 １３９校 中学校 １校
特別支援学校 ４６校（分校９を含む）

市町村立学校 小学校 ８００校
中学校 ４１４校（分校２を含む）
義務教育学校 １校 幼稚園４１園
中等教育学校 １校 幼保連携型
特別支援学校 ４校 認定こども園 ２園
高等学校 ５校 （令和４年４月１日現在)

県立教育機関／県立･市町村立学校

総 務 課
教 育 政 策 課

教 育 総 務 部 財 務 課
教 職 員 課
福 利 課
県 立 学 校 人 事 課
高 校 教 育 指 導 課
魅 力 あ る 高 校 づ く り 課

県 立 学 校 部 Ｉ Ｃ Ｔ 教 育 推 進 課
生 徒 指 導 課
保 健 体 育 課
特 別 支 援 教 育 課
小 中 学 校 人 事 課
義 務 教 育 指 導 課

市 町 村 支 援 部 教 職 員 採 用 課
生 涯 学 習 推 進 課
文 化 資 源 課
人 権 教 育 課

教 育 事 務 所 （南部・西部・北部・東部）

総 務 課
教 育 政 策 課

教 育 総 務 部 財 務 課
教 職 員 課
福 利 課
県 立 学 校 人 事 課
高 校 教 育 指 導 課
魅 力 あ る 高 校 づ く り 課

県 立 学 校 部 Ｉ Ｃ Ｔ 教 育 推 進 課
生 徒 指 導 課
保 健 体 育 課
特 別 支 援 教 育 課
小 中 学 校 人 事 課
義 務 教 育 指 導 課

市 町 村 支 援 部 教 職 員 採 用 課
生 涯 学 習 推 進 課
文 化 資 源 課
人 権 教 育 課

教 育 事 務 所 （南部・西部・北部・東部）

県 教 育 局
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